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第１ 一 般 的 事 項 



 

第 １   一 般 的 事 項 
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１ 障害の状態 

  障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体    

又は精神に、国民年金法施行令（昭和 34 年政令第 184 号）別表（厚生年金保険法施行令   

（昭和 29 年政令第 110 号）第 3 条の 8 において厚生年金保険の 1 級及び 2 級の障害の 

状態とされる場合を含む。以下「国年令別表」という。）、厚生年金保険法施行令別表 

第１（以下「厚年令別表第１」という。）及び厚生年金保険法施行令別表第２（以下 

「厚年令別表第２」という。）に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期 

にわたって存在する場合をいう。 

 

２ 傷 病 

(1)  「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。 

(2)  「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらな    

かったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認め

られる場合をいい、負傷は含まれないものである。  

 

３  初診日 

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を  

受けた日をいう。 

 

４  障害認定日 

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日 

から起算して１年６月を経過した日又は１年６月以内にその傷病が治った場合に 

おいては、その治った日（その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った  

日を含む。）をいう。 

 

５ 傷病が治った場合 

「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合 

は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の 

固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。 

 

６ 事後重症による年金 

「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日に  

おいて政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該

傷病による障害により 65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する

程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に

支給する年金をいう。 
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７ 基準傷病、基準障害、はじめて 2 級による年金 

 (1) 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に 

発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、 

初めて、障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における 

新たに発した当該傷病をいう。 

(2) 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。 

(3) 「はじめて 2 級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態に 

あるものが、基準傷病に係る障害認定日以後 65歳に達する日の前日までの間において、

初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の

障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 障害認定に当たっての基本的事項 
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1 障害の程度 

  障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第 1 及び厚 

年令別表第 2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおり 

である。 

(1) １ 級                                                                   

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる  

ことを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら  

しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな  

い程度のものである。 

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの  

又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ  

ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね  

就床室内に限られるものである。 

  (2) ２ 級 

    身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制 

限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす 

る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを

必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて

困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 

 例えば、家庭内の極めて温和な活動（軽食作り、下着程度の洗濯等）はできるが、 

それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活

でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 

  (3) ３ 級 

    労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 

のものとする。 

    また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限 

を加えることを必要とする程度のものとする。（「傷病が治らないもの」については、 

第３の第１章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって 

も３級に該当する。） 

  (4) 障害手当金 

    「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ

とを必要とする程度のものとする。 
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2 認定の時期 

   障害の程度の認定時期は、次のとおりとする。 

  (1) 障害認定日 

(2) 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日（65歳に達する日の 

前日までに受付けたものに限る。） 

  (3) 「はじめて 2 級による年金」については、障害の程度が 2 級以上に該当した日（65 

歳に達する日の前日までに該当したものに限る。） 

   (4) 「障害手当金」については、初診日から起算して 5 年を経過する日までの間におい

て傷病の治った日  

 

 3 認定の方法 

(1) 障害の程度の認定は、診断書及び X 線フィルム等添付資料により行う。 

    ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは

日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、 

   再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を

実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。 

    また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必

ず、その裏付けの資料を収集する。 

(2) 障害の程度の認定は、第 2 の「障害の程度」に定めるところに加え、第３の第１章 

「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものとする。 

なお、同一人について、２以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、第３の第

１章「障害等級認定基準」に定めるところによるほか、第３の第２章「併合等認定基

準」に定めるところにより行う。 

ただし、第 1 章の第10節から第18節までの内科的疾患の併存している場合及び第１

章各節の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。 

  (3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期 

以後おおむね１年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測さ 

れる状態を勘案して認定を行う。 

  (4) 「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の 

程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判 

断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う。 

  (5) 「傷病が治らないもの」であって、３級の第１４号と認定したものについては、経 

過観察を行い、症状が固定に達したものは、３級の第１４号に該当しないものとする。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 障害認定に当たっての基準 
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第３ 障 害 認 定 に 当 た っ て の 基 準 

 

 

第１章   障 害 等 級 認 定 基 準 

 

 

第１節／眼の障害 

眼の障害による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

    眼の障害については、次のとおりである。 

  

令  別  表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 別 表 

１ 級 

両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの 

一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４

視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ

Ｉ／２視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの 

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70

点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの 

２ 級 

両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの 

一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４

視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ

Ｉ／２視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの 

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70

点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの 

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態

であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生

活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
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 ２ 認定要領 

   眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。 

  （1） 視力障害 

ア 視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。 

イ 視標面照度は 500～1,000 ルクス、視力検査室の明るさは 50 ルクス以上で視標面照

度を上回らないこととし、試視力表から５ｍの距離で視標を判読することによって行

う。 

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が

得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同

様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。 

エ 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を

認定する。 

オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認

厚 

 

年 

 

令 

 

別表第１ ３ 級 

両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４

視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減

じたもの 

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70

点以下に減じたもの 

別表第２ 障害手当金 

両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの 

一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの 

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

両眼による視野が２分の１以上欠損したもの 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ｉ／２視標に

よる両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの 

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100

点以下に減じたもの 

自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が

40 点以下に減じたもの 

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限

を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 
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定する。 

      (ｱ) 矯正が不能のもの 

(ｲ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの 

(ｳ) 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるも

の 

カ 視力が 0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力 0として

計算し、指数弁のものは 0.01として計算する。 

キ 「両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.03

以下のものをいう。 

ク 「一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼

の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。 

ケ 「両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.07

以下のものをいう。 

コ 「一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼

の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。 

サ 「両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力

が 0.1 以下のものをいう。 

シ 「両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力

が 0.6 以下のものをいう。 

ス 「一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの」とは、一眼の視力が 0.1 以下のものをい

う。 

  （2） 視野障害 

    ア 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールド

マン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定

結果を混在させて認定することはできない。 

イ ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野

角度の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、

Ⅰ／２の視標で両眼の視野がそれぞれ５度以内におさまるもの」及び「両眼による視野

が２分の１以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合

性の確認が必要な場合又はⅠ／４の視標で測定不能の場合は、Ⅴ／４の視標による視野

を確認した上で総合的に認定する。 

(ｱ) 「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ／４の視標による８方向（上・内上・内・内下・

下・外下・外・外上の８方向）の周辺視野角度の和とする。８方向の周辺視野角度

はⅠ／４視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。 

Ⅰ／４の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、

中心部の視野のみで算出する。 

Ⅰ／４の視標で、中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和

が 80度以下として取り扱う。 
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  (ｲ) 「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。 

ａ Ⅰ／２の視標による８方向（上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の８方向）

の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。８方向の中心視野角度はⅠ／２視

標が視認できない部分を除いて算出するものとする。 

ｂ ａで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角

度を計算する（小数点以下は四捨五入し、整数で表す）。 

両眼中心視野角度＝（３×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和

＋中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和）

／４ 

ｃ なお、Ⅰ／２の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度

の和は0度として取り扱う。 

(ｳ) 「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ／２の視標で両眼の視野

がそれぞれ５度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるも

のについて、Ⅰ／２の視標による視野の面積が、中心５度以内の視野の面積と同程

度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。 

(ｴ) 「両眼による視野が２分の１以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ

測定した視野が、生理的限界の面積の２分の１以上欠損している場合の意味であり、

左右眼それぞれに測定したⅠ／４の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼

による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生

理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、

外上75度である。 

ウ 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及

び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。 

(ｱ) 「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト（図

１）で 120点測定し、算出したものをいう。 

(ｲ) 「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。 

ａ 視標サイズⅢによる 10-2 プログラム（図２）で中心 10 度以内を２度間隔で 68

点測定し、左右眼それぞれについて感度が 26dB以上の検査点数を数え、左右眼そ

れぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dBの計算は、背景輝度 31.5asb で、

視標輝度 10,000asbを 0dBとしたスケールで算出する。 

ｂ ａで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視 

認点数を計算する（小数点以下は四捨五入し、整数で表す）。 

両眼中心視野視認点数＝（３×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認

点数＋中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視

認点数）／４ 
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        （図１）                （図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正

レンズを装用せずに測定する。 

自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマ

ンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。 

オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合

は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。 

カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。 

キ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が

著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の

もの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ／２の視標で両眼

の視野がそれぞれ５度以内におさまるものをいう。 

ク 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４視標による周辺視野角度

の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の

結果、両眼のＩ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80度以下のものをいう。 

ケ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの」と

は、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下のものをいう。 

コ 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ｉ／２視標による両眼中心視野角度が

56度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ｉ／２視標

による両眼中心視野角度が 56度以下のものをいう。 

サ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下に減じたもの」と

は、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下のものをいう。 

シ 「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下に減じたもの」

とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下のものをい

う。 

    （3） その他の障害  

     ア  「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全
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に覆い得ない程度のものをいう。 

     イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機

能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のも

のをいう。 

     ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とす

る程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 

           (ｱ)  「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害

を残すことで作業等が続けられない程度のもの 

      (ｲ)  「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしない

と生活ができないため、労働が制限される程度のもの 

       (ｳ)  「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により

羞明（まぶしさ）を訴え、労働に支障をきたす程度のもの 

（4） 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動

障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。 
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（参考） （令和３年 12月 31日以前） 

   

１ 認定基準 

    眼の障害については、次のとおりである。 

           

  

 ２ 認定要領 

   眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。 

  （1） 視力障害 

    ア 視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表 

による。 

    イ 試視力表の標準照度は、200ルクスとする。 

    ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。 

      矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズに   

よって得られた視力をいう。 

      なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。 

令  別  表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 別 表 

１ 級 両眼の視力の和が 0.04以下のもの 

２ 級 

両眼の視力の和が 0.05以上 0.08以下のもの 

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる 

状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は

日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 

のもの 

厚 

 

年 

 

令 

 

別表第１ ３ 級 両眼の視力が 0.1以下に減じたもの 

別表第２ 障害手当金 

両眼の視力が 0.6以下に減じたもの 

一眼の視力が 0.1以下に減じたもの 

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの又は両眼の

視野が 10度以内のもの 

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残す   

もの 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限

を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 
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    エ 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和   

とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。 

    オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により  

認定する。 

      (ｱ) 矯正が不能のもの 

      (ｲ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの 

            (ｳ)  矯正に耐えられないもの 

     カ 視力が 0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力 0として

計算し、指数弁のものは 0.01として計算する。    

  （2） 視野障害 

    ア 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。 

イ ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ／2の視標を用い、周辺視野

についてはⅠ／4の視標を用いる。 

なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとする。 

ウ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が  

著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の 

もの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当   

するものをいう。 

(ｱ) Ⅰ／2 の視標で両眼の視野がそれぞれ 5 度以内におさまるもの 

(ｲ) 両眼の視野がそれぞれⅠ／4 の視標で中心 10 度以内におさまるもので、かつ、   

Ⅰ／2の視標で中心 10度以内の 8方向の残存視野の角度の合計が 56度以下のもの 

 この場合、左右別々に 8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が   

56 度以下のものとする。 

     なお、ゴールドマン視野計のⅠ／4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野

狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。 

(注)  求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から   

欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。 

 

      エ  「両眼の視野が 10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものに

ついて、両眼の視野がそれぞれⅠ／4の視標で中心の残存視野が 10度以内におさまる

ものをいう。 

  この場合、上記ウ(ｲ)のⅠ／2 の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、  

左右のいずれか大きい方の合計が 57度以上のものを対象とする。 

オ 「両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれ

の視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の 2 分の 1

以上欠損しているものをいう。 

        この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、 

それぞれの視野が 2分の 1以上欠損していても両眼での視野が 2分の 1以上の欠損と
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ならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。また、中心暗点のみの場合は、  

原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。 

            (注)  不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなる    

ものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右の

いずれか半分が欠損するものである。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による

異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものである。 

    （3） その他の障害  

     ア  「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全

に覆い得ない程度のものをいう。 

     イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳    

機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度の

ものをいう。 

     ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要と    

する程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 

           (ｱ)  「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害

を残すことで作業等が続けられない程度のもの 

      (ｲ)  「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしない

と生活ができないため、労働が制限される程度のもの 

       (ｳ)  「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により     

羞明（まぶしさ）を訴え、労働に支障をきたす程度のもの 

（4） 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動

障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。 
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第２節／聴覚の障害 

     聴覚の障害による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

     聴覚の障害については、次のとおりである。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認定要領 

   聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値（純音聴力レベル値）及び 

 語音による聴力検査値（語音明瞭度）により認定する。 

   （1） 聴力レベルは、オージオメータ（JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ） 

によって測定するものとする。 

ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、１級に該当する診 

      断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚 

的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。また、その結果（実施した検査方法 

及び検査所見）を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出（添付）するものとする。  

  （2） 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数 500、1000、2000ヘルツにおけ 

    る純音の各デシベル値をａ、ｂ、ｃとした場合、次式により算出する。  

                         ａ＋２ｂ＋ｃ    

                            ４  

          なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には 

           ａ＋２ｂ＋２ｃ＋ｄ     

                ６  

令  別  表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 別 表 

１ 級 両耳の聴力レベルが 100デシベル以上のもの 

２ 級 

両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの 

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められ 

る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、 

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要と 

する程度のもの 

厚 
 

年  

令 

別表第１ ３ 級 
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話 

声を解することができない程度に減じたもの 

別表第２ 障害手当金 
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を 

解することができない程度に減じたもの 

平均純音聴力レベル値＝ 

の算式により得た値を参考とする。 
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       ａ：周波数 500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 

       ｂ：周波数 1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 

       ｃ：周波数 2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 

       ｄ：周波数 4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 

   （3） 最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。 

     ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、 

      オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。 

     イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、２秒から３秒に１語の割合で発声 

      し、語音明瞭度を検査する。 

       なお、語音聴力表は、「57ｓ式語表」あるいは「67ｓ式語表」とする。  

     ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度 

      （語音弁別能）とする。 

               正答語音数    

               検 査 語 数   

    （4） 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 

     著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の 

     もの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が 80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭 

     度が 30％以下のものをいう。 

    （5） 「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程 

          度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

     ア 両耳の平均純音聴力レベル値が 70デシベル以上のもの 

     イ 両耳の平均純音聴力レベル値が 50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50％ 

      以下のもの 

   （6） 「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に 

     減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が 80デシベル以上のものをいう。 

   （7） 聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が１級に該当する場合 

は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又 

はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。 

   （8） 聴覚の障害（特に内耳の傷病による障害）と平衡機能障害とは、併存することがあ 

     るが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。  

    

  

語音明瞭度＝ ×100（％） 
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第３節／鼻腔機能の障害 

     鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。   

   

１ 認定基準 

     鼻腔機能の障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  ２ 認定要領 

  （1） 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部 

    分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。  

  （2） 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令  別  表 障害の程度 障   害   の   状   態 

厚年令別表第２ 障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 
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第４節／平衡機能の障害 

     平衡機能の障害による障害の程度は、次により認定する。   

   

１ 認定基準 

     平衡機能の障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  ２ 認定要領 

  （1） 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる 

    ものである。 

  （2） 「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、 

    閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に 10メートル以内に転倒ある 

    いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。 

   （3） 中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、３級 

     と認定する。 

      中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10 

     メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通 

す程度のものをいう。 

    （4） めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らか 

な異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを 

必要とする程度のものは、併合判定参考表の８号（３級又は障害手当金）と認定する。  

令  別  表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 別 表 ２ 級 平衡機能に著しい障害を有するもの 

厚 

 

年 

 

令 

 

別表第１ ３ 級 

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労 

働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障 

害を残すもの 

別表第２ 障害手当金 
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制 

限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 



 

- 18 - 

 

第５節／そしゃく・嚥下機能の障害 

     そしゃく・嚥下機能の障害による障害の程度は、次により認定する。   

１ 認定基準 

     そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりである。 

 

 

  ２ 認定要領 

  （1） そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎（顎関節も含む。）、口腔（舌、口唇、硬口 

    蓋、頰、そしゃく筋等）、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害（外傷や手術に 

    よる変形、障害も含む。）により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大 

    きいものである。 

  （2） そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次 

    のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して 

    総合的に認定する。 

     ア 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経 

口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが 

極めて困難なもの（食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなけ 

ればならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のも 

の）をいう。 

     イ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは 

      十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又 

      は軟菜以外は摂取できない程度のものをいう。 

     ウ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できる 

      が、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。 

   （3） 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。 

    （4） 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そし 

     ゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。 

    （5） そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。 

 

令  別  表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 別 表 ２ 級 そしゃくの機能を欠くもの 

厚 

年 

令 

別表第１ ３ 級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの 

別表第２ 障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの 
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第６節／音声又は言語機能の障害 

     音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

     音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 認定要領  

（1） 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関 

わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が 

含まれる。 

ア 構音障害又は音声障害 

歯、顎、口腔（舌、口唇、口蓋等）、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常 

や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。 

イ 失語症 

  大脳の言語野の後天性脳損傷（脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など）に 

より、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。 

ウ 聴覚障害による障害 

  先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害に 

よって発音に障害が生じた状態のものをいう。 
 

（2） 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を喪失 

するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないた 

め、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 
 

（3） 「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解するこ 

とのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論し 

たり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 
 

（4） 「言語の機能に障害を残すもの」とは、話すことや聞いて理解することのどちら 

か又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、 

ある程度成り立つものをいう。 

令    別    表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国  年  令  別  表 ２ 級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

 

 

 

 

別表第１ ３ 級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの 

別表第２       障害手当金 言語の機能に障害を残すもの 

厚 
 

年 
 

令 
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（5） 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価 

の参考とする。発音不能な語音は、次の４種について確認するほか、語音発語明瞭 

度検査等が行われた場合はその結果を確認する。 

    ア 口唇音（ま行音、ぱ行音、ば行音等） 

    イ 歯音、歯茎音（さ行、た行、ら行等） 

    ウ 歯茎硬口蓋音（しゃ、ちゃ、じゃ等） 

    エ 軟口蓋音（か行音、が行音等） 
 

（6） 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。 

失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、 

標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。 
 

（7） 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語（読み書き）の障害の 

程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。 
 

（8） 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。 

ア 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、２級と認定 

する。 

  イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日（初診日から起算し 

て１年６月を超える場合を除く。）とする。 
    

（9） 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。 
 

（10） 音声又は言語機能の障害（特に構音障害）とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存 

することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。また、音声又は言語 

機能の障害（特に失語症）と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、 

この場合についても、併合認定の取扱いを行う。 
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  第７節／肢体の障害 

   肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・     

脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。                      

  

 第１ 上肢の障害 

 

 １ 認定基準 

  上肢の障害については、次のとおりである。  

 

令別表 障害の程度 障 害 の 状 態 

国年令 

別 表 

1 級 

両上肢の機能に著しい障害を有するもの（以下「両上肢の

用を全く廃したもの」という。） 

両上肢の全ての指を欠くもの（以下「両上肢の全ての指を

基部から欠き、有効長が0のもの」という。） 

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの（以下

「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。） 

2 級 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの   

（以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部 

から欠き、有効長が0のもの」という。） 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい 

障害を有するもの（以下「両上肢のおや指及びひとさし指

又は中指の用を全く廃したもの」という。） 

一上肢の機能に著しい障害を有するもの（以下「一上肢の

用を全く廃したもの」という。） 

一上肢の全ての指を欠くもの（以下「一上肢の全ての指を

基部から欠き、有効長が0のもの」という。） 

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの（以下

「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。） 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする  

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程度のもの 
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厚

年

令 

別 

表 

第 

1 

3 級 

一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す 

もの 

一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指 

若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの 

(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節 

(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指

若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節

(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) 

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃した 

もの 

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す 

もの 

別 

表 

第 

2 

障害手当金 

一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す 

もの 

長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

一上肢の2指以上を失ったもの（以下「一上肢の2指以上を

近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）以上で  

欠くもの」という。） 

一上肢のひとさし指を失ったもの（以下「一上肢のひと  

さし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。） 

一上肢の3指以上の用を廃したもの 

ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの 

一上肢のおや指の用を廃したもの 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を

加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

 

 ２ 認定要領 

  上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。 

(1)  機能障害 

   ア 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を  

全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が  

全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを  

いう。 

 

    (ｱ)  不良肢位で強直しているもの 
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    (ｲ)  関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考  

可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの 

    (ｳ)  筋力が著減又は消失しているもの 

     なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常  

生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に

認定する。 

   イ 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を  

全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が  

全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを  

いう。 

    (ｱ)  不良肢位で強直しているもの 

    (ｲ)  関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、  

かつ、筋力が半減しているもの 

    (ｳ)  筋力が著減又は消失しているもの 

   ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 

と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を   

受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の 

もの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの（例えば、両上肢

の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の     

測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が      

半減しているもの）をいう。 

   なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常  

生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に

認定する。 

   エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域

の 2 分の 1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの  

(例えば、常時（起床より就寝まで）固定装具を必要とする程度の動揺関節)

をいう。 

   オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の  

他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を 

残すもの（例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺  

関節、習慣性脱臼)をいう。 

(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を  

残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の 5 分の 4 以下に 

制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの（例えば、   

固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。）  

に該当する場合は、第 2章「併合等認定基準(併合判定参考表の 12号)」
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にも留意すること。 

   カ 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の  

用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、   

関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、  

指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものを  

いう。 

   キ 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する 

もの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く   

廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、

それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害

があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指

に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。 

   ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

    (ｱ) 指の末節骨の長さの 2分の 1以上を欠くもの 

    (ｲ)  中手指節関節(ＭＰ)又は近位指節間関節(ＰＩＰ)(おや指にあっては、

指節間関節(ＩＰ))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域 

の 2分の 1以下に制限されたもの)を残すもの 

   ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限

を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に

相当程度の障害を残すもの（例えば、一上肢の 3 大関節中 1 関節が不良  

肢位で強直しているもの）又は両上肢に機能障害を残すもの（例えば、  

両上肢の 3大関節中それぞれ 1関節の筋力が半減しているもの）をいう。 

     なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害

がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その

動作を考慮して総合的に認定する。 

   コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 

扱う。 

    (ｱ) 一上肢の 3大関節中 1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換  

したものや両上肢の 3大関節中 1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 

関節をそう入置換したものは 3級と認定する。 

ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を  

全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢

の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、   

さらに上位等級に認定する。 

    (ｲ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換  

した日（初診日から起算して 1年 6月を超える場合を除く。）とする。 

   サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること
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を必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの  

（例えば、一上肢の 3大関節中 1関節の筋力が半減しているもの）をいう。 

   シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の 4 分の 1 以下に制限されたもの

は、上記サと同程度の障害を残すもの（第 2章「併合等認定基準(併合判定

参考表の 10号)」）とする。 

   ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 

    (ｱ)  さじで食事をする 

    (ｲ)  顔を洗う（顔に手のひらをつける） 

    (ｳ)  用便の処置をする（ズボンの前のところに手をやる） 

    (ｴ)  用便の処置をする（尻のところに手をやる） 

    (ｵ)  上衣の着脱（かぶりシャツを着て脱ぐ） 

    (ｶ） 上衣の着脱（ワイシャツを着てボタンをとめる） 

 

(2) 欠損障害 

   ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0の  

ものをいう。 

     「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず   

両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は

中指を基部から欠くものである。 

   イ 「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(ＩＰ)、その他

の指については近位指節間関節(ＰＩＰ) 以上で欠くものをいう。 

    なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則   

として、切断又は離断をした日（初診日から起算して１年６月を超える場合

を除く。）とする。 

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。 

 

(3) 変形障害 

   ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、   

次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に  

限る。) 

    (ｱ) 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

    (ｲ) 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す 

もの 

     なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨

に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害   

手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当する     

ものとして認定する。 
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   イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当  

するものをいう。 

    (ｱ)  上腕骨に変形を残すもの 

    (ｲ)  橈骨又は尺骨に変形を残すもの 

     ただし、変形とは外部から観察できる程度（15度以上わん曲して不正  

ゆ合したもの）以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく

ゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨

の変形としては取り扱わない。 

 

(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価 

 測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。 

   ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、  

他の運動については参考とする。 

     なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。 

部  位 主要な運動 

肩 関 節 屈曲・外転 

肘 関 節 屈曲・伸展 

手 関 節 背屈・掌屈 

前  腕 回内・回外 

手  指 屈曲・伸展 

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の  

障害の程度を評価する。 

     ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の  

測定方法」による参考可動域を参考とする。 

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を  

考慮した上で評価する。 

    (ｱ) 筋力  (ｲ) 巧緻性  (ｳ) 速さ  (ｴ) 耐久性 

     なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷

を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に  

ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の  

障害を総合的に認定する。 
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第２ 下肢の障害 

 

１ 認定基準 

下肢の障害については、次のとおりである。 

 

令別表 障害の程度 障 害 の 状 態 

国年令 

別 表 

1 級 

両下肢の機能に著しい障害を有するもの（以下「両下肢の

用を全く廃したもの」という。） 

両下肢を足関節以上で欠くもの 

2 級 

両下肢の全ての指を欠くもの（以下「両下肢の10趾を中足

趾節関節以上で欠くもの」という。） 

一下肢の機能に著しい障害を有するもの（以下「一下肢の

用を全く廃したもの」という。） 

一下肢を足関節以上で欠くもの 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程度のもの 

厚

年

令 

別

表

第

1 

3 級 

一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す 

もの 

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 

両下肢の10趾の用を廃したもの 

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

もの 

別

表

第

2 

障害手当金 

一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す 

もの 

一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 

長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの（以下   

「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠く

もの」という。） 

一下肢の5趾の用を廃したもの 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を

加えることを必要とする程度の障害を残すもの 
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２ 認定要領 

     下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。 

(1) 機能障害 

   ア 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を  

全く廃したもの」とは、両下肢の 3 大関節中それぞれ 2 関節以上の関節が

全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを  

いう。 

    (ｱ) 不良肢位で強直しているもの 

    (ｲ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考  

可動域の 2分の 1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの 

    (ｳ) 筋力が著減又は消失しているもの 

     ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合

のように、両下肢の 3 大関節中単にそれぞれ 1 関節の用を全く廃するに  

すぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない 

場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 

     なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常  

生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に

認定する。 

   イ 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を  

全く廃したもの」とは、一下肢の 3 大関節中いずれか 2 関節以上の関節が

全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを  

いう。 

    (ｱ)  不良肢位で強直しているもの 

    (ｲ)  関節の他動可動域が、健側の他動可動域の 2分の 1以下に制限され、  

かつ、筋力が半減しているもの 

    (ｳ)  筋力が著減又は消失しているもの 

     ただし、膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように単に   

1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に 

使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と  

認定する。 

   ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 

と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を   

受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の 

もの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの（例えば、両下肢

の 3 大関節中それぞれ 1 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の    

測定方法」による参考可動域の 2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が     

半減しているもの）をいう。 
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     なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常  

生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に

認定する。 

   エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域

の 2 分の 1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの   

(例えば、常時（起床より就寝まで）固定装具を必要とする程度の動揺関節)

をいう。 

  オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の  

他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を 

残すもの（例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺  

関節、習慣性脱臼）をいう。 

    (注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を 

残すもの（「関節の他動可動域が健側の他動可動域の 5 分の 4 以下に

制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの（例えば、   

固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼）」をいう。）

に該当する場合は、第 2章「併合等認定基準（併合判定参考表の 12号）」

にも留意すること。 

   カ 「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

    (ｱ) 第 1 趾は、末節骨の 2 分の 1 以上、その他の 4 趾は遠位趾節間関節   

（ＤＩＰ）以上で欠くもの 

    (ｲ) 中足趾節関節(ＭＰ)又は近位趾節間関節(ＰＩＰ)(第 1趾にあっては、

趾節間関節(ＩＰ))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域

の 2分の 1以下に制限されたもの)を残すもの 

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害

がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その

動作を考慮して総合的に認定する。      

  キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限

を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に

相当程度の障害を残すもの（例えば、一下肢の 3 大関節中 1 関節が不良  

肢位で強直しているもの）又は両下肢に機能障害を残すもの（例えば、  

両下肢の 3大関節中それぞれ 1関節の筋力が半減しているもの）をいう。 

     なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害

がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その

動作を考慮して総合的に認定する。 

  ク 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 

扱う。 
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   (ｱ) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 

したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 

関節をそう入置換したものは 3級と認定する。 

    ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を  

全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢

の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、   

さらに上位等級に認定する。 

   (ｲ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換  

した日(初診日から起算して 1年 6月を超える場合を除く。)とする。 

   ケ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること

を必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの  

(例えば、一下肢の 3大関節中 1関節の筋力が半減しているもの)をいう。 

   コ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 

    (ｱ) 片足で立つ 

    (ｲ) 歩く(屋内) 

    (ｳ) 歩く(屋外) 

    (ｴ) 立ち上がる 

    (ｵ) 階段を上る 

    (ｶ) 階段を下りる 

 

(2) 欠損障害 

  ア 「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。 

  イ 「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(ＭＰ)から欠くものをいう。 

    なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則   

として、切断又は離断をした日(初診日から起算して１年６月を超える場合を

除く。)とする。 

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。 

 

(3) 変形障害 

  ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、   

次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に  

限る。) 

    (ｱ) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

    (ｲ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

     なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨       

に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害    

手当金(第 2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の 8 号)」)に相当する  
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ものとして認定する。 

   イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当  

するものをいう。 

   (ｱ)  大腿骨に変形を残すもの 

(ｲ)  脛骨に変形を残すもの（腓骨のみに変形を残すものについても、その  

程度が著しい場合はこれに該当する） 

 ただし、変形とは外部から観察できる程度（15 度以上わん曲して不正  

ゆ合したもの）以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく

ゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨

の変形としては取り扱わない。 

 

 (4) 短縮障害 

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。 

   ア 一下肢が健側の長さの 4 分の 1 以上短縮した場合は、「一下肢の用を  

全く廃したもの」に該当するものとして認定する。 

   イ 一下肢が健側に比して 10センチメートル以上又は健側の長さの 10分の 1

以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に  

該当するものとして認定する。 

 

(5)  関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価 

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。 

   ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、  

他の運動については参考とする。 

     なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。    

部  位 主要な運動 

股 関 節 屈曲・伸展 

膝 関 節 屈曲・伸展 

足 関 節 背屈・底屈 

足  指 屈曲・伸展 

  イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の  

障害の程度を評価する。 

     ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の    

測定方法」による参考可動域を参考とする。 

   ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を  

考慮した上で評価する。 

    (ｱ) 筋力  (ｲ) 巧緻性  (ｳ) 速さ  (ｴ) 耐久性 
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     なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷

を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に 

ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の  

障害を総合的に認定する。 
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 第３ 体幹・脊柱の機能の障害 

 

 １ 認定基準 

  体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。 

 

令別表 障害の程度 障 害 の 状 態 

国年令 

別 表 

1 級 

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち  

上がることができない程度の障害を有するもの 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする  

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

2 級 

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする  

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程度のもの 

厚

年

令 

別

表

第 

1 

3 級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 

別

表

第 

2 

障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの 

 

２ 認定要領 

(1) 体幹の機能の障害 

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性   

麻痺等によって生じるものである。 

   ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」  

とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、

「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」  

とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の

器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害を 

いう。 

   イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、  

室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動
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が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある 

程度の障害をいう。 

 

(2) 脊柱の機能の障害 

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる 

もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。 

   ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす

影響が大きいので重視する必要がある。 

   なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が  

前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を

受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の 

もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合

又はこれに近い状態をいう。 

   イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 

    (ｱ) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい) 

    (ｲ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい) 

    (ｳ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し) 

    (ｴ) 深くおじぎ(最敬礼)をする 

    (ｵ) 立ち上がる 

   ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする  

が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定

する。 

    (ｱ) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは､脊柱又は背部・軟部  

組織の明らかな器質的変化のため､脊柱の他動可動域が参考可動域の 

2分の1以下に制限されたものをいう。 

    (ｲ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の  

明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3

以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常  

可動性が生じたものをいう。 

      しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能で

あっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど 

認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イの

ような日常生活における動作を考慮し認定する。 

   エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」

による。 
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   オ 神経機能障害との関係 

    認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の

障害を含め、総合的に認定する。 
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第４ 肢体の機能の障害 

 

１ 認定基準 

肢体の機能の障害については、次のとおりである。 

   

令別表 障害の程度 障 害 の 状 態 

国年令 

別 表 

1 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする  

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

2 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする  

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程度のもの 

厚

年

令 

別

表

第 

1 

3 級 

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す 

もの 

 

  

 ２ 認定要領 

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄 

損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節  

「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の    

障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第４ 肢体の機能

の障害」として認定する。 

 

(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性   

を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。 

  なお、他動可動域による評価が適切ではないもの（例えば、末梢神経損傷  

を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの）に   

ついては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の   

状態から身体機能を総合的に認定する。 

 

(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 
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 (注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の       

範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定

すること。 

なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、

上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を

判断し、認定すること。 

     

(4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することが  

できないが、おおむね次のとおりである。 

   ア 手指の機能 

    (ｱ) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度) 

    (ｲ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度) 

    (ｳ) タオルを絞る(水をきれる程度) 

    (ｴ) ひもを結ぶ 

   イ 上肢の機能 

    (ｱ) さじで食事をする 

    (ｲ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける) 

    (ｳ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) 

    (ｴ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる) 

    (ｵ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) 

    (ｶ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) 

   ウ 下肢の機能 

    (ｱ) 片足で立つ 

    (ｲ) 歩く（屋内） 

    (ｳ) 歩く（屋外） 

    (ｴ) 立ち上がる 

    (ｵ) 階段を上る 

    (ｶ) 階段を下りる 

障害の程度 障 害 の 状 態 

1 級 
1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの 

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの 

2 級 
1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 

2. 四肢に機能障害を残すもの 

3 級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの 
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    なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指

の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。 

   

(5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考と 

して示すと、次のとおりである。 

   ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で

全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。 

   イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多く

が「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが  

「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。 

   ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で  

全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

をいう。 
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第８節／精神の障害 

  精神の障害による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

     精神の障害については、次のとおりである。 

   

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状  

況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 

のものを１級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること 

を必要とする程度のものを２級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加え

ることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加え

ることを必要とする程度の障害を有するものを３級に、また、労働が制限を受けるか又は労 

働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認

定する。 

精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 

したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するととも 

に、その原因及び経過を考慮する。 

 

２ 認定要領 

    精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分（感情）障害」、「症

状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。 

症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、  

「Ａ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分（感情）障害」に準じて取   

り扱う。 

 

 

令  別  表 障害の程度 障    害    の    状    態 

国 年 令 別 表 

１ 級 
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる  

程度のもの 

２ 級 
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる  

程度のもの 

厚 

 

年 

 

令 

別表第１ ３ 級 

精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し   

い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え   

ることを必要とする程度の障害を有するもの 

別表第２ 障害手当金 
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え   

ることを必要とする程度の障害を残すもの 
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Ａ  統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分（感情）障害 

（1） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分（感情）障害の認定に   

当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。 

      ア  統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第１に定める  

障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数  

年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その  

状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対  

しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 

      イ 気分（感情）障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す

ものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の

経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 

      また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、  

併合（加重）認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 

（3） 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会

的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に

ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと

障害の程度 障      害      の      状      態 

１ 級 

１ 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病

状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異

常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 

２ 気分（感情）障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行

動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し

たり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの 

２ 級 

１ 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため

人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、

日常生活が著しい制限を受けるもの 

２ 気分（感情）障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障

害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひん

ぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの 

３ 級 

１ 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人

格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異

常体験があり、労働が制限を受けるもの 

２ 気分（感情）障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障

害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが

持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 
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捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で

受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常

生活能力を判断すること。 

（4） 人格障害は、原則として認定の対象とならない。 

     （5） 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則          

として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態  

を示しているものについては、統合失調症又は気分（感情）障害に準じて取り扱う。 

なお、認定に当たっては、精神病の病態がＩＣＤ－１０による病態区分のどの区分

に属す病態であるかを考慮し判断すること。 

 

     Ｂ 症状性を含む器質性精神障害 

     （1） 症状性を含む器質性精神障害（高次脳機能障害を含む。）とは、先天異常、頭部外傷、

変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や

内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神 

障害を含むものである。 

なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害（以   

下「精神作用物質使用による精神障害」という。）についてもこの項に含める。 

 また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存して

いるときは、併合（加重）認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して     

認定する。 

     （2） 各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多  

岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体  

像から総合的に判断して認定する。 

（4） 精神作用物質使用による精神障害 

      ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定  

障害の程度 障   害   の   状   態 

１ 級 
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明

なため、常時の援助が必要なもの 

２ 級 
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が

著しい制限を受けるもの 

３ 級 

１ 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、

労働が制限を受けるもの 

２ 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの 

障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの 
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するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見 

られないものは、認定の対象とならない。 

      イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及  

び症状の経過を十分考慮する。 

（5） 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会  

生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失

行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。 

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られること   

から療養及び症状の経過を十分考慮する。 

また、失語の障害については、本章「第６節 音声又は言語機能の障害」の認定要

領により認定する。 

     （6） 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会

的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に

ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと

捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で

受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常

生活能力を判断すること。 

 

     Ｃ てんかん 

（1） てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、

具体的に出現する臨床症状は多彩である。 

         また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性      

てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。 

        さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、

それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現するこ 

とに留意する必要がある。 

（2） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の程度 障   害   の   状   態  

１ 級 
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のＡ又はＢが月に１回以上

あり、かつ、常時の援助が必要なもの 

２ 級 

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のＡ又はＢが年に２回以上、

もしくは、Ｃ又はＤが月に１回以上あり、かつ、日常生活が著しい制

限を受けるもの 

３ 級 

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のＡ又はＢが年に２回未満、

もしくは、Ｃ又はＤが月に１回未満あり、かつ、労働が制限を受ける

もの 
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  （注１）発作のタイプは以下の通り 

   Ａ：意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 

   Ｂ：意識障害の有無を問わず、転倒する発作 

   Ｃ：意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 

   Ｄ：意識障害はないが、随意運動が失われる発作  

（注２）てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留   

意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「Ｂ 症状性を     

含む器質性精神障害」に準じて認定すること。  

     （3） てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度（意識障害の有無、生命の危険             

性や社会生活での危険性の有無など）や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症   

状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社   

会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認  

定する。 

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を  

有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等    

級に認定する。 

また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合  

（加重）認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 

     （4） てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制され     

る場合にあっては、原則として認定の対象にならない。 

 

Ｄ 知的障害 

（1） 知的障害とは、知的機能の障害が発達期（おおむね１８歳まで）にあらわれ、日常          

生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある

ものをいう。 

（2） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の程度 障   害   の   状   態 

１ 級 

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が

必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で

あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの 

２ 級 

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行う

のに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもの

に限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの 

３ 級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの 
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（3） 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさま

ざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 

   また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合（加

重）認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 

（4） 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社  

会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 

（5） 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労

をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも

のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも

に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との

意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 

 

Ｅ 発達障害 

（1） 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年 

齢において発現するものをいう。  

（2） 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能

力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に 

著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 

        また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合（加

重）認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 

（3） 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障

害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診 

日とする。 

（4） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の程度 障   害   の   状   態 

 

１ 級 

 

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、か

つ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常

時援助を必要とするもの 

 

２ 級 

 

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不

適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な

もの 

 

３ 級 

 

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、

社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 
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（5） 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社  

会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 

（6） 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労

をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも  

のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも

に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との

意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 
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第９節／神経系統の障害 

      神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

神経系統の障害については、次のとおりである。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

２ 認定要領 

(1) 肢体の障害の認定は、本章「第７節 肢体の障害」に示した認定要領に 

   基づいて認定を行う。 

(2) 脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、 

   その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を 

   総合し、全体像から総合的に判断して認定する。 

(3) 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷に 

  よって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、 

 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場 

合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等に 

より、次のように取り扱う。 

令別表 障害の程度 障 害 の 状 態 

国年令 

別 表 

1 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

2 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 

病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 

制限を加えることを必要とする程度のもの 

厚 

年 

令 

 

別 

表 

第 

1 

3 級 

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す 

もの 

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す 

もの 

別

表

第

2 

障害手当金 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を残すもの 
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ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、３級と認定する。 

イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する 

 ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される 

 ものは、障害手当金に該当するものと認定する。 

(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として 

    初診日から起算して 1年 6月を経過した日以前であっても障害認定日として 

 取り扱う。 

         ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6月経過 

  した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない 

と認められるとき。 

         イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待 

  できず、初診日から 6 月経過した日以後において気管切開下での人工 

  呼吸器（レスピレーター）使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、 

  日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。 
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第１０節／呼吸器疾患による障害 

     呼吸器疾患による障害の程度は、次により認定する。 

      

1 認定基準 

     呼吸器疾患による障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績（胸部Ｘ線所見、動 

脈血ガス分析値等）、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、 

具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後 

少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする 

病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを 1級に、日常生活が 

著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

を 2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 

のものを 3級に該当するものと認定する。 

 また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるも 

のであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげ 

られる。 

 

2  認定要領 

      呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する。 

 

    Ａ 肺結核   

    （1） 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。 

    （2） 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績（胸部Ｘ線所 

見、動脈血ガス分析値等）、排菌状態（喀痰等の塗抹、培養検査等）、一般状態、 

治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等によ 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

1 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

2 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第 1 
3 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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り総合的に認定する。 

    （3） 病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり 

である。 

障害の程度 障    害    の    状    態 

1 級 

認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部Ｘ線所見が日本結核 

病学会病型分類（以下「学会分類」という。）のⅠ型（広汎空 

洞型）又はⅡ型（非広汎空洞型）、Ⅲ型（不安定非空洞型）で病巣 

の拡がりが 3（大）であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静 

と常時の介護を必要とするもの 

2 級 

1  認定の時期前 6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは 

 Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3（大）であるもので、かつ、日 

 常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え 

ることを必要とするもの 

2  認定の時期前 6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 

 拡がりが 1（小）又は 2（中）であるもので、かつ、日常生活が 

 著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 

 必要とするもの 

3 級 

1  認定の時期前 6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは 

 Ⅱ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行してい 

 るもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え 

 ることを必要とするもの 

2  認定の時期前 6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもの 

 で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること 

 を必要とするもの 

 

（4） 肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療 

     法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに、第 

２「１ 障害の程度」及び本節「１ 認定基準」を踏まえて、総合的に認定する。 

（5） 肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「Ｃ 呼吸不全」の認 

定要領によって認定する。 

    （6） 加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害 

を伴う場合には、本章「第 7節  第１ 上肢の障害」として、その程度に応じて併 

合認定の取扱いを行う。 

 （7） 「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも 2剤以上の抗 

結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいう。 
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    Ｂ じん肺 

    （1） じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。 

    （2） じん肺の病状による障害の程度は、胸部Ｘ線所見、呼吸不全の程度、合併症の有 

無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。 

    （3） 病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり 

である。 

   

障害の程度 障      害      の      状      態 

1 級 

胸部Ｘ線所見がじん肺法の分類の第 4型であり、大陰影の大きさが 

1側の肺野の 1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常 

時の介護を必要とするもの 

2 級 

胸部Ｘ線所見がじん肺法の分類の第 4型であり、大陰影の大きさが 

1側の肺野の 1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受け 

るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの 

3 級 
胸部Ｘ線所見がじん肺法の分類の第 3型のもので、かつ、労働が制 

限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの 

   

    （4） じん肺の機能判定による障害の程度は、「Ｃ 呼吸不全」の認定要領によって認 

定する。  

  

    Ｃ 呼吸不全 

    （1） 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血Ｏ2分圧 

と動脈血 CO2 分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態 

をいう。 

認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。 

       慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害（肺気腫、気管支喘息、慢性気管 

支炎等）、拘束性換気障害（間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等）、心血管系異  

常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではな 

い。 

 （2） 呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症 

状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。 

 （3） 検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量１秒率及び必要に応じて行う 

運動負荷肺機能検査等がある。 

 （4） 動脈血ガス分析値及び予測肺活量１秒率の異常の程度を参考として示すと次のと 

おりである。 

    なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。 
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Ａ表 動脈血ガス分析値 

   

                  

 

（注）病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。 

      Ｂ表 予測肺活量１秒率 

    

 

 

 

 

 

     （5） 呼吸不全による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

       一般状態区分表 

区  分 一           般           状           態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの  例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の 50％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の 50％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

    

 

 

 

 

 

 

区分 検 査 項 目 単位 軽 度 異 常 中等度異常 高度異常 

1 動脈血 O2分圧 Torr 70～61 60～56 55以下 

2 動脈血 CO2分圧 Torr 46～50 51～59 60以上 

検  査  項  目 単位 軽 度 異 常 中等度異常 高 度 異 常 

予 測 肺 活 量 1 秒 率 ％ 40～31 30～21 20以下 
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 （6） 呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり 

      である。 

障害の程度 障      害      の      状      態 

1 級 
前記(4)のＡ表及びＢ表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、 

一般状態区分表のオに該当するもの 

2 級 
前記(4)のＡ表及びＢ表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、

一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 

3 級 
前記(4)のＡ表及びＢ表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、 

一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

       なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、Ａ表の動脈血ガス分析値を優先するが、 

      その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総 

合的に認定する。 

 

    （7） 慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使 

用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総 

合的に認定することとし、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次 

のとおりである。 

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 

最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の

期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活

量 1秒率が高度異常（測定不能を含む）、かつ、動脈血ガス分析値が

高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの 

2 級 

呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要と

し、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニ

ゾロンに換算して 1 日 10㎎相当以上の連用、又は 5㎎相当以上の連

用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの 

3 級 

喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。非継続的なステロイド薬の

使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当す

る場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加

薬として２剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β₂刺

激薬頓用を少なくとも週に 1回以上必要とするもの 

 （注１）  上記表中の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すもので  

あること。 

         また、全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医（呼吸器内科等）が行っ  

ているとは限らず、また、必ずしも「喘息予防・管理ガイドライン 2009（JGL 

2009）」に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が必要。 
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 （注２）  喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無 

理がある。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要があ 

る。 

 （注３） 「喘息＋肺気腫（ＣＯＰＤ）」あるいは、「喘息＋肺線維症」については、呼 

     吸不全の基準で認定する。 

 

（8） 在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。 

          ア 常時（24 時間）の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の  

労働に常に支障がある程度のものは 3級と認定する。 

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上  

位等級に認定する。 

         イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日（初診日から起算し 

て 1年 6月を超える場合を除く。）とする。 

    （9） 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、前記(4)のＡ表 

及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定する。 

    （10）慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは 3級と認定する。 

       なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さ 

らに上位等級に認定する。 

（11）慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、 

多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度 

を示すものとは言えない。 

    （12）肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不 

全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。 
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 ＜参考＞ 「喘息予防・管理ガイドライン２００９（ＪＧＬ２００９）」より抜粋 

 １ 喘息治療のステップ 

       

 

ＬＴＲＡ：ロイコトリエン受容体拮抗薬 

ＬＡＢＡ：長時間作用性β２刺激薬 

ＳＡＢＡ：短時間作用性β２刺激薬 

 

１） 抗アレルギー薬とは、メディエーター遊離抑制薬、ヒスタミンＨ１拮抗薬、トロンボキサンＡ２阻害薬、 

Ｔｈ２サイトカイン阻害薬を指す。 

２） 通年性吸入抗原に対して陽性かつ血清総IgE値が30～700IU/mLの場合に適用となる。 

３） 経口ステロイド薬は短時間の間欠的投与を原則とする。他の薬剤で治療内容を強化し、かつ短時間の間欠 

投与でもコントロールが得られない場合は、必要最小量を維持量とする。 

４） 軽度の発作までの対応を示し、それ以上の発作については喘息予防・管理ガイドライン2009 7－2「急性 

増悪（発作）への対応（成人）」を参照 

 

※ 予防･管理に用いる薬剤には、長期管理薬（コントローラー）と急性発作の治療に用いる（リリーバー） 

があり、これらの薬剤をそれぞれのステップに応じて使用する。コントローラーは抗炎症薬と長時間作用 

性気管支拡張薬であり、リリーバーは短時間作用性気管支拡張薬と全身性ステロイド薬である 

 

 治療ステップ１ 治療ステップ２ 治療ステップ３ 治療ステップ４ 

長

期

管

理

薬 

基

本

治

療 

吸入ステロイド薬 

（低用量） 

吸入ステロイド薬 

（低～中用量） 

吸入ステロイド薬 

（中～高用量） 

吸入ステロイド薬 

（高用量） 

上記が使用できない

場合以下のいずれか

を用いる 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製

剤（症状が稀であれ

ば必要なし） 

 

上記で不十分な場合に

以下いずれか一剤を併

用 

ＬＡＢＡ 

（配合剤の使用可） 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤 

上記に下記のいずれか

１剤、あるいは複数を

併用 

ＬＡＢＡ 

（配合剤の使用可） 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤 

上記に下記の複数を併

用 

ＬＡＢＡ 

（配合剤の使用可） 

ＬＴＲＡ 

テオフィリン徐放製剤 

上記のすべてでも管理

不良の場合は下記のい

ずれかあるいは両方を

追加 

抗IgE抗体２） 

経口ステロイド薬３） 

 

追加

治療 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

ＬＴＲＡ以外の 

抗アレルギー薬１） 

発作治療４） 吸入ＳＡＢＡ 吸入ＳＡＢＡ 吸入ＳＡＢＡ 吸入ＳＡＢＡ 

未
治
療
の
状
態
で 

対
象
と
な
る
症
状 

（軽症間欠型相当） 

・症状が週1回未満 

・症状は軽度で短い 

・夜間症状は月に2

回未満 

（軽症持続型相当） 

・症状が週1回以上、し

かし毎日ではない 

・月1回以上日常生活や

睡眠が妨げられる 

・夜間症状は月2回以上 

（中等症持続型相当） 

・症状が毎日ある 

・短時間作用性吸入 

β２刺激薬がほぼ毎

日必要 

・週１回以上日常生活

や睡眠が妨げられる 

・夜間症状が週１回以 

 上 

（重症持続型相当） 

・治療下でもしばしば 

増悪 

・症状が毎日ある 

・日常生活が制限され 

る 

・夜間症状がしばしば 
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２ コントロール状態の評価 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

＊増悪が月に１回以上あれば他の項目が該当しなくてもコントロール不良と評価する。 

 

３ 各吸入ステロイド薬の吸入器の種類 

 

 pMDI 

(加圧噴霧式定量吸入器) 

DPI 

(ドライパウダー吸入器) 

BDP（ベクロメタゾンプロピオ

ン酸エステル） 

BDP-HFA 

（キュバール） 
なし 

FP（フルチカゾンプロピオン酸

エステル） 

FP-HFA 

（フルタイドエアー） 

FP-DPI（フルタイドディスカス、

フルタイドディスクへラー） 

SM（サルメテロールキシナホ酸

塩）との配合剤 

FP/SM  HFA 

（アドエアエアー） 

FP/SM DPI 

（アドエアディスカス） 

BUD（ブデソニド） なし 
BUD-DPI（パルミコートタービュ

ヘイラー） 

FM（ホルモテロールフマル酸塩

水和物）との配合剤 
なし 

BUD/FM（シムビコートタービュヘ

イラー） 

CIC（シクレソニド） 
CIC-HFA 

（オルベスコ） 
なし 

MF（モメタゾンフランカルボン

酸エステル） 
なし 

MF-DPI（アズマネックスツイスト

ヘラー） 

 

４ 各吸入ステロイド薬の治療ステップ別推奨量 

 

薬剤名 
治療ステップ１～２ 

低用量 

治療ステップ３ 

中用量 

治療ステップ４ 

高用量 

BDP-HFA 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

FP-HFA 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

CIC-HFA 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

FP-DPI 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

BUD-DPI 200～400μg/日 400～800μg/日 800～1,600μg/日 

MF-DPI 100～200μg/日 200～400μg/日 400～800μg/日 

 

 コントロール良好 

（すべての項目が該当） 

コントロール不十分 

（いずれかの項目が該当） 

コントロール不良 

喘息症状      

（日中および夜間） 
なし 週１回以上 

コントロール不十分

の項目が３つ以上当

てはまる 

発作治療薬の使用 なし 週１回以上 

運動を含む活動制限 なし あり 

呼吸機能 

（FEV１およびPEF） 
正常範囲内 

予測値あるいは自己最高

値の８０％未満 

PEFの日（週）内変動 ２０％未満 ２０％以上 

増悪 なし 年に１回以上 月に１回以上＊ 
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第１１節／心疾患による障害 

     心疾患による障害の程度は、次により認定する。   

   

１ 認定基準 

     心疾患による障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、 

浮腫等の臨床症状、Ｘ線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等に   

    より、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1年以上の療 

養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を 

弁ずることを不能ならしめる程度のものを 1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又 

   は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを 2級に、また、労働が 

   制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3級に該当する 

   ものと認定する。 

 

  ２ 認定要領 

  （1） この節に述べる心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指すもの 

    である。（ただし、血圧については、本章「第 17節 高血圧症による障害」で述べる 

    ので除く。） 

      心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）、難治 

性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分する。 

  （2） 心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全 

の状態を評価することである。この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあ 

らゆる心疾患の終末像である。 

     慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の末梢組織への血液供給が不 

十分となった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなすが、右心室 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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系の障害も考慮に入れなければならない。左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺 

うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦 

怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現する。 

（3） 心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チ 

    アノーゼ等の他覚所見がある。 

臨床所見には、自覚症状（心不全に基づく）と他覚所見があるが、後者は医師の診 

察により得られた客観的症状なので常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必 

要がある（以下、各心疾患に同じ）。重症度は、心電図、心エコー図・カテーテル検 

査、動脈血ガス分析値も参考とする。 

   （4） 検査成績としては、血液検査（ＢＮＰ値）、心電図、心エコー図、胸部Ｘ線、Ｘ線 

     ＣＴ、ＭＲＩ等、核医学検査、循環動態検査、心カテーテル検査（心カテーテル法、 

     心血管造影法、冠動脈造影法等）等がある。 

    （5） 肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症は、心疾患による障害として認定する。 

    （6） 心血管疾患が重複している場合には、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度 

     を十分考慮して総合的に認定する。 

（7） 心疾患の検査での異常検査所見を一部示すと、次のとおりである。    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

（注 1）  原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出 

（添付）させること。 

   （注 2） 「Ｆ」についての補足 

        心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。 

        近年、心不全症例の約 40％はＥＦ値が保持されており、このような例での心不全は左 

区 分 異  常  検  査  所  見 

Ａ 
 安静時の心電図において、0.2mＶ以上のＳＴの低下もしくは 0.5ｍＶ以上の 

深い陰性Ｔ波（ａＶＲ誘導を除く。）の所見のあるもの 

 Ｂ  負荷心電図（6Mets 未満相当）等で明らかな心筋虚血所見があるもの 

Ｃ 
 胸部Ｘ線上で心胸郭係数 60％以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性 

肺水腫のあるもの 

Ｄ 
 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能 

の制限、先天性異常のあるもの 

 Ｅ 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの 

 Ｆ  左室駆出率（ＥＦ）40％以下のもの 

 Ｇ  ＢＮＰ（脳性ナトリウム利尿ペプチド）が 200pg/ml 相当を超えるもの 

Ｈ 
 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50％以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠 

動脈に 75％以上の狭窄を認めるもの 

Ｉ  心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの 
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       室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不 

全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値（5－12mmHg） 

をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的 

である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形（Ｅ波）と心房収縮期血流速度波形 

（Ａ波）からなり、Ｅ／Ａ比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。  

（注 3） 「Ｇ」についての補足 

心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程 

度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、ＢＮＰ値（心室で生合成され、

心不全により分泌が亢進）は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるＮＹＨＡ分

類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場

合は、ＮＹＨＡ心機能分類でⅡ度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行

していると判断される。 

（注 4） 「Ｈ」についての補足 

   すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。 

   （8） 心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

     一般状態区分表      

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの  例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の 50％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の 50％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

 

（参考） 上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。 

 

  

   

 

 

 

 

区 分 身 体 活 動 能 力  

ア  ６Mets 以上 

イ  ４Mets 以上６Mets 未満   

ウ  ３Mets 以上４Mets 未満 

エ  ２Mets 以上３Mets 未満 

オ  ２Mets 未満 
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（注） Mets とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量（3.5ml／kg 体重／分）を１Mets 

として活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものである。 

   （9） 疾患別に各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりである。 

     ① 弁疾患     

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 
 病状（障害）が重篤で安静時においても、心不全の症状（NYHA 心機能分類

クラスⅣ）を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 

１ 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床

所見が 5 つ以上、かつ、異常検査所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分

表のウ又はエに該当するもの 

２ 異常検査所見のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇのうち 2 つ以上の所見、かつ、病

状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに

該当するもの  

３ 級 

１ 人工弁を装着したもの 

２ 異常検査所見のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇのうち 1 つ以上の所見、かつ、病

状をあらわす臨床所見が 2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに

該当するもの 

   （注 1） 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則 3 級相当とする。 

      （注 2） 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない。 

      

② 心筋疾患     

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 
 病状（障害）が重篤で安静時においても、心不全の症状（NYHA 心機能分類

クラスⅣ）を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 

１ 異常検査所見のＦに加えて、病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、か

つ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 

２ 異常検査所見のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇのうち 2 つ以上の所見及び心不全

の病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又は

エに該当するもの  

３ 級 

１ ＥＦ値が 50％以下を示し、病状をあらわす臨床所見が 2 つ以上あり、かつ、

一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

２ 異常検査所見のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇのうち 1 つ以上の所見及び心不全

の病状をあらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又は

ウに該当するもの 

（注） 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左 

室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。したがってＥＦ値が 

障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部Ｘ線検査、心 

臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する。 
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     ③ 虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）     

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 
 病状（障害）が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有

し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 
 異常検査所見が 2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状

をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 

３ 級 
異常検査所見が 1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が 1 つ以

上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

   （注） 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも１ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が 

証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検 

査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。  

 

④ 難治性不整脈     

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 
 病状（障害）が重篤で安静時においても、常時心不全の症状（NYHA 心機能

分類クラスⅣ）を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 

１ 異常検査所見のＥがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するも

の 

２ 異常検査所見のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇのうち２つ以上の所見及び病状を

あらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当

するもの 

３ 級 

１ ペースメーカー、ＩＣＤを装着したもの 

２ 異常検査所見のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇのうち 1 つ以上の所見及び病状を

あらわす臨床所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当

するもの 

（注 1） 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、  

       適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。 

   （注 2） 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象と 

はならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対 

象となる。  

 

     ⑤ 大動脈疾患           

障害の程度 障    害    の    状    態 

３ 級 

１ 胸部大動脈解離（Stanford 分類Ａ型・Ｂ型）や胸部大動脈瘤により、人工 

血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

２ 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの 
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（注 1） Stanford 分類Ａ型： 上行大動脈に解離がある。                          

         Stanford 分類Ｂ型：  上行大動脈まで解離が及んでいないもの。 

      （注 2） 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾 

患や動脈硬化（アテローム硬化）、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象 

とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判 

断する。 

   （注 3） 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。 

    （注 4） 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤３薬以 

             上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が 140 mmHg 以上又は 

拡張期血圧が 90mmHg 以上のもの。 

   （注 5） 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進 

歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には 1・2 級には該当し 

ないが、本傷病に関連した合併症（周辺臓器への圧迫症状など）の程度や手術の後遺症 

によっては、さらに上位等級に認定する。 

         

・ 大動脈瘤の定義：嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時（2.5～3cm） 

の 1.5 倍以上のものをいう。（2 倍以上は手術が必要。） 

・ 人工血管にはステントグラフトも含まれる。 

  

     ⑥ 先天性心疾患     

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 
 病状（障害）が重篤で安静時においても、常時心不全の症状（NYHA 心機能

分類クラスⅣ）を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 

１ 異常検査所見が 2 つ以上及び病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、か

つ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 

２ Ｅisenmenger 化（手術不可能な逆流状況が発生）を起こしているもので、 

 かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 

３ 級 

１ 異常検査所見のＣ、Ｄ、Ｅのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床

所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

２ 肺体血流比 1.5 以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧 50mmHg 以上のも 

ので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

    

   ⑦ 重症心不全 

   心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は 

次の障害等級に認定するが、１～２年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、 

臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。 
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・ 心臓移植 １級 

 ・ 人工心臓 １級 

 ・ ＣＲＴ（心臓再同期医療機器）、ＣＲＴ－Ｄ（除細動器機能付き心臓再同期医療機器）  

２級  

（10） 心臓ペースメーカー、又はＩＣＤ（植込み型除細動器）、又は人工弁を装着した場合の障 

害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日（初診日から起算して 1 年 6 月を超える 

場合を除く。）とする。 

   （11） 各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書 

      上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査 

      成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。  
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第１２節／腎疾患による障害 

       腎疾患による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

     腎疾患による障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

    腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病 

   状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定す 

   るものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも１年以上の療養を必要とするもので 

   あって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能なら 

   しめる程度のものを１級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制 

   限を加えることを必要とする程度のものを２級に、また、労働が制限を受けるか又は労 

   働に制限を加えることを必要とする程度のものを３級に該当するものと認定する。 

 

  ２ 認定要領 

  （1） 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。 

      慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が 

     正常に維持できなくなった状態をいう。 

      すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。腎疾患で最も多い

ものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎（ネフローゼ症候群を含む。）、腎硬化症であるが、他

にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等がある。 

  （2） 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、

アシドーシス等の他覚所見がある。 

   （3） 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査（血清尿素窒素、血清ク 

レアチニン、血清電解質等）、動脈血ガス分析、腎生検等がある。 

 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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（4）  病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。 

     ① 慢性腎不全   

  

 

 

 

 

 

 

 

     （注） ｅＧＦＲ（推算糸球体濾過量）が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 

        に替えて、ｅＧＦＲ（単位は ml/分/1.73㎡）が 10以上 20未満のときは軽度異常、 

     10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。 

 

     ②  ネフローゼ症候群 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 検 査 項 目 単 位 軽度異常 中等度異常 高度異常 

 

ア 

 

内因性クレアチニン 

   クリアランス 
ml/分 

20以上 

30未満 

10以上 

20未満 
10未満 

イ 血清クレアチニン mg/dl 3以上 5未満 5以上 8未満 8以上 

区 分 検 査 項 目 単 位 異 常 

ア 

尿蛋白量 

（１日尿蛋白量又は 

尿蛋白／尿クレアチニ

ン比） 

ｇ／日

又は 

ｇ／gCr 

3.5以上を持続する 

イ 
血清アルブミン 

(ＢＣＧ法) 
ｇ／dl     3.0以下 

ウ 血清総蛋白 ｇ／dl     6.0以下 
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     （5） 腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

       一般状態区分表      

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの  例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の５０％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の５０％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

    

    （6） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

（7） 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。 

   ア 人工透析療法施行中のものは２級と認定する。 

     なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無 

    とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 

   イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して３月 

    を経過した日（初診日から起算して１年６月を超える場合を除く。）とする。 

 

障害の程度 障   害   の   状   態 

１ 級 
 前記(4)①の検査成績が高度異常を１つ以上示すもので、かつ、一般

状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 

１ 前記(4)①の検査成績が中等度又は高度の異常を１つ以上示すも

ので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 

２ 人工透析療法施行中のもの 

３ 級 

１ 前記(4)①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を１つ以上 

  示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

２ 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのい 

 ずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該 

 当するもの 
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（8） 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最 

  も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。 

（9） 糸球体腎炎（ネフローゼ症候群を含む。）、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患 

し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関 

係があるものと認められる。 

(10)  腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、 

  また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検 

査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常 

生活状況等を把握して総合的に認定する。 

(11)  腎臓移植の取扱い 

ア 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査 

      成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。 

イ 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 

      機能するまでの間を考慮して術後１年間は従前の等級とする。 
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第１３節／肝疾患による障害 

    肝疾患による障害の程度は、次により認定する。 

  １ 認定基準 

    肝疾患による障害については、次のとおりである。 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病 

   状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認 

   定の時期以後少なくとも１年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静 

  を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを１級に、 

  日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする 

程度のものを２級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要 

とする程度のものを３級に該当するものと認定する。 

     

 ２ 認定要領 

（1） 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変 

症及びそれに付随する病態（食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを 

含む。）である。 

    肝硬変では、一般に肝は萎縮し肝全体が高度の線維化のため硬化してくる。 

    肝硬変で最も多いものは、Ｂ型肝炎ウイルスあるいはＣ型肝炎ウイルスによるウイ 

   ルス性肝硬変であり、その他自己免疫性肝炎や非アルコール性脂肪肝炎による肝硬変、 

アルコール性肝硬変、胆汁うっ滞型肝硬変、代謝性肝硬変（ウィルソン病、ヘモクロ 

マトーシス）等がある。 

 （2） 肝疾患の主要症状としては、易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食欲不振、 

    悪心、嘔吐、皮膚そう痒感、吐血、下血、有痛性筋痙攣等の自覚症状、肝萎縮、脾腫 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１  級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２  級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３  級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、食道・胃静脈瘤、肝性脳症、出血傾向等の他 

覚所見がある。 

  （3） 検査としては、まず、血球算定検査、血液生化学検査が行われるが、さらに、肝炎 

ウイルス検査、血液凝固系検査、免疫学的検査、超音波検査、ＣＴ・ＭＲＩ検査、腹 

腔鏡検査、肝生検、上部消化管内視鏡検査、肝血管造影等が行われる。 

   （4） 肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次の 

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

検査項目/臨床所見 基準値    中等度の異常 高度異常 

血清総ビリルビン 

（mg／dℓ） 
0.3～1.2 2.0以上 3.0以下 3.0超 

血清アルブミン 

（g／d ℓ） 

（BCG法） 

4.2～5.1 3.0以上 3.5以下 3.0未満 

血小板数 

（万／μ ℓ） 
13～35 5以上 10未満 5未満 

プロトロンビン 

時間（ＰＴ）（％） 
70超～130 40以上 70以下 40未満 

腹  水 ― 腹水あり 難治性腹水あり 

 脳  症（表１） ― Ⅰ度 Ⅱ度以上 
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    表１ 昏睡度分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昏睡度 精  神  症  状 参 考 事 項 

Ⅰ 

睡眠－覚醒リズムに逆転。 

多幸気分ときに抑うつ状態。 

だらしなく、気にとめない態度。 

あとで振り返ってみて判定で

きる。 

Ⅱ 

指南力（時、場所）障害、 

物をとり違える（confusion） 

異常行動 

（例：お金をまく、        

     化粧品をゴミ箱に捨てるなど） 

ときに傾眠状態（普通のよびかけで開眼し 

会話が出来る） 

無礼な言動があったりするが、他人の 

指示には従う態度を見せる。 

興奮状態がない。 

尿便失禁がない。 

羽ばたき振戦あり。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴

い、反抗的態度をみせる。 

嗜眠状態（ほとんど眠っている）。 

外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には 

従わない、または従えない（簡単な命令に 

は応じえる）。 

羽ばたき振戦あり。 

（患者の協力がえられる 

場合） 

指南力は高度に障害。 

 

 

Ⅳ 
昏眠（完全な意識の消失）。 

痛み刺激に反応する。 

刺激に対して、払いのける動 

作、顔をしかめるなどがみら 

れる。 

Ⅴ 
深昏睡 

痛み刺激にもまったく反応しない。 
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（5） 肝疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

      一般状態区分表      

 

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの    例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の５０％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の５０％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

     

  （6） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(4)の検査成績及び臨床所見によるほか、 

他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、 

認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 

 

 

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 

 前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を３つ以上示す

もの又は高度異常を２つ及び中等度の異常を２つ以上示すもので、

かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 

 前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を 

３つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当する 

もの 

３ 級 

前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を

２つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当する

もの 
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（7） 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状 

をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。 

（8） 肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病 

態に合わせて認定する。アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行って 

いること及び検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確 

認のできた者に限り、認定を行うものとする。 

（9) 慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、(6)に掲げる障害の状態に相当するも 

のは認定の対象とする。 

（10） 食道・胃などの静脈瘤については、吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、 

治療効果を参考とし、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定 

する。特発性細菌性腹膜炎についても、同様とする。 

    (11) 肝がんについては、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる 

障害を考慮し、本節及び「第１６節／悪性新生物による障害」の認定要領により認定す 

る。ただし、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、第１６節の認定要 

領により認定する。 

(12) 肝臓移植の取扱い 

ア 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査 

成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。 

イ 障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 

機能するまでの間を考慮して術後１年間は従前の等級とする。   
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第１４節／血液・造血器疾患による障害 

 

      血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

  血液・造血器疾患による障害については、次のとおりである。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、 

    治療及び症状の経過等（薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等）、 

    具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以 

後少なくとも１年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とす 

る病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを１級に、日常生活 

が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも 

のを２級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程 

度のものを３級に該当するものと認定する。 

 

  ２ 認定要領 

  （1） 血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を次のように大別する。 

ア 赤血球系・造血不全疾患（再生不良性貧血、溶血性貧血等） 

イ 血栓・止血疾患（血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等） 

ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等） 

         

  （2） 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、

頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、

舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見が

ある。  

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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   （3） 検査としては、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄

穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗

原検査、画像検査（ＣＴ検査・超音波検査など）等がある。 

 

（4） 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

       一般状態区分表      

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえ

るもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はでき

るもの  例えば、軽い家事、事務など    

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の 50％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の

50％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となった

もの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

   

   （5） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

 

障害の程度 障    害    の    状    態 

１ 級 

Ａ表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅰ欄に掲げ

るうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の

オに該当するもの 

２ 級 

Ａ表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅱ欄に掲げ

るうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の

エ又はウに該当するもの 

３ 級 

Ａ表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅲ欄に掲げ

るうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の

ウ又はイに該当するもの 
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     ア 赤血球系・造血不全疾患（再生不良性貧血、溶血性貧血等） 

 

Ａ表 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ表    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 臨    床    所    見 

Ⅰ 
１ 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 

２ 輸血をひんぱんに必要とするもの 

Ⅱ 
１ 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 

２ 輸血を時々必要とするもの 

Ⅲ 
１ 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 

２ 輸血を必要に応じて行うもの 

区 分  検    査    所    見 

Ⅰ 

１ 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの 

 (1) ヘモグロビン濃度が 7.0ｇ／ｄL 未満のもの 

 (2) 網赤血球数が 2 万/μＬ未満のもの 

２ 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの 

 (1) 白血球数が 1,000／μL 未満のもの 

 (2) 好中球数が 500／μL 未満のもの 

３ 末梢血液中の血小板数が２万／μL 未満のもの 

Ⅱ 

１ 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの 

 (1) ヘモグロビン濃度が 7.0ｇ／ｄL 以上 9.0ｇ／ｄL 未満のもの 

 (2) 網赤血球数が 2 万/μL 以上 6 万/μL 未満のもの 

２ 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの 

 (1) 白血球数が 1,000／μL 以上 2,000／μL 未満のもの 

 (2) 好中球数が 500／μL 以上 1,000／μL 未満のもの 

３ 末梢血液中の血小板数が 2 万／μL 以上 5 万／μL 未満のもの 

Ⅲ 

１ 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの 

 (1) ヘモグロビン濃度が 9.0ｇ／ｄL 以上 10.0ｇ／ｄL 未満のもの  

 (2) 網赤血球数が 6 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 

２ 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの 

 (1) 白血球数が 2,000／μL 以上 3,300／μL 未満のもの 

 (2) 好中球数が 1,000／μL 以上 2,000／μL 未満のもの 

３ 末梢血液中の血小板数が 5 万／μL 以上 10 万／μL 未満のもの 
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イ 血栓・止血疾患（血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等）    

      

     Ａ表   

       

  

 

 

 

 

 

 

（注）補充療法は、凝固因子製剤（代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。）の輸注、 

血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。 

 

     Ｂ表   

     

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

（注１）凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴ

ィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。 

（注２）血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子（フ

ィブリノゲン）が欠乏している状態の場合は、Ｂ表（検査所見）によらず、Ａ表（臨

床所見）、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定

する。 

  

区 分 臨    床    所    見 

Ⅰ 
１ 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの     

２ 補充療法をひんぱんに行っているもの 

Ⅱ 
１ 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 

２ 補充療法を時々行っているもの 

Ⅲ 
１ 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 

２ 補充療法を必要に応じ行っているもの 

区 分 検      査      所      見 

Ⅰ 

１ ＡＰＴＴ又はＰＴが基準値の 3 倍以上のもの 

２ 血小板数が 2 万／μL 未満のもの 

３ 凝固因子活性が 1％未満のもの 

Ⅱ 

１ ＡＰＴＴ又はＰＴが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの 

２ 血小板数が 2 万／μL 以上 5 万／μL 未満のもの 

３ 凝固因子活性が 1％以上 5％未満のもの 

Ⅲ 

１ ＡＰＴＴ又はＰＴが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの 

２ 血小板数が 5 万／μL 以上 10 万／μL 未満のもの 

３ 凝固因子活性が 5％以上 40％未満のもの 
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ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等） 

      

      Ａ表   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）Ａ表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減

するための治療（対症療法）は含まない。 

（注２）Ａ表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、Ａ

表の区分をⅡ以上とする（Common Terminology Criteria for Adverse Events (ＣＴ

ＣＡＥ)のグレード２以上の程度を参考とする。）。 

 

      Ｂ表   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 臨    床    所    見 

Ⅰ 

１ 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、

肝脾腫等の著しいもの    

２ 輸血をひんぱんに必要とするもの 

３ 治療に反応せず進行するもの 

Ⅱ 

１ 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、

肝脾腫等のあるもの 

２ 輸血を時々必要とするもの 

３ 継続的な治療が必要なもの 

Ⅲ 継続的ではないが治療が必要なもの 

区 分 検      査      所      見 

Ⅰ 

１ 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0ｇ／ｄL 未満のもの 

２ 末梢血液中の血小板数が 2 万／μL 未満のもの 

３ 末梢血液中の正常好中球数が 500／μL 未満のもの 

４ 末梢血液中の正常リンパ球数が 300／μL 未満のもの 

Ⅱ 

１ 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0ｇ／ｄL 以上 9.0ｇ／ｄL 未満の 

もの 

２ 末梢血液中の血小板数が 2 万／μL 以上 5 万／μL 未満のもの 

３ 末梢血液中の正常好中球数が 500／μL 以上 1,000／μL 未満のもの 

４ 末梢血液中の正常リンパ球数が 300／μL 以上 600／μL 未満のもの 

Ⅲ 

１ 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0ｇ／ｄL 以上 10.0ｇ／ｄL 未満の 

もの 

２ 末梢血液中の血小板数が 5 万／μL 以上 10 万／μL 未満のもの 

３ 末梢血液中の正常好中球数が 1,000／μL 以上 2,000／μL 未満のもの 

４ 末梢血液中の正常リンパ球数が 600／μL 以上 1,000／μL 未満のもの 
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（6） 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障

害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績

に基づいて行うものとする。 

特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成

績に基づいて行うものとする。 

    

   （7）血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態に

よって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たっては前記（5）の

Ａ表及びＢ表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理

組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認

定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 

 

（8）造血幹細胞移植の取扱い 

ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片

対宿主病（ＧＶＨＤ）の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分

に考慮して総合的に認定する。 

イ 慢性ＧＶＨＤについては、日本造血細胞移植学会（ガイドライン委員会）におい

て作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性ＧＶＨＤの臓器別スコア

及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合（加

重）認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。 

ウ 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、

安定的に機能するまでの間を考慮して術後 1 年間は従前の等級とする。 
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＜参考＞「有害事象共通用語規準 v4.0日本語訳 JCOG版」より抜粋 

 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 

 

クイックリファレンス Quick Reference 

NCI 有害事象共通用語規準 v4.0 は、有害事象（AE）の評価や報告に用いることができる記

述的用語集である。また各 AEについて重症度のスケール（Grade）を示している。 

 

 

グレード Grades 

Grade は AE の重症度を意味する。CTCAE では Grade 1－5 を以下の原則に従って定義して

おり、各 AE の重症度の説明を個別に記載している： 

 

Grade 1 軽症; 症状がない, または軽度の症状がある; 臨床所見または検査所見のみ; 治

療を要さない 

Grade 2 中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 年齢相応の身の回り以外の日常

生活動作の制限* 

Grade 3 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院ま

たは入院期間の延長を要する; 活動不能/動作不能; 身の回りの日常生活動作の

制限** 

Grade 4 生命を脅かす; 緊急処置を要する 

Grade 5 AE による死亡 

 

Grade 説明文中のセミコロン（;）は「または」を意味する。 

 

 

日常生活動作 Activities of Daily Living (ADL) 

*身の回り以外の日常生活動作（instrumental ADL）とは食事の準備、日用品や衣服の買い

物、電話の使用、金銭の管理などをさす。 

 

**身の回りの日常生活動作（self care ADL）とは入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレ

の使用、薬の内服が可能で、寝たきりではない状態をさす。 



スコア０ スコア１ スコア２ スコア３

皮膚 無症状
＜ 18％ BSA，硬化病
変なし

19 ～ 50％ BSA あるい
は浅在性硬化病変（つ
まみあげられる）

＞ 50％ BSA あるいは
深在性硬化病変（つま
みあげれない）

口腔 無症状
軽症，経口摂取に影響
なし

中等症，経口摂取が軽
度障害される

高度障害，経口摂取が
高度に障害される

眼 無症状

軽度dry eye。日常生活
に支障なし（点眼１日
３回まで），無症状の
角結膜炎

中等度dry eye。日常生
活に軽度支障あり（点
眼１日４回以上），視
力障害なし

高度dry eye。日常生活
に高度支障あり，眼症
状のため労働不可，視
力障害

消化管 無症状

嚥下困難，食欲低下，
嘔気，嘔吐，腹痛，下
痢，５％以上の体重減
少を伴わない。

５～ 15％の体重減少
を伴う消化器症状

15％以上の体重減少
を伴う消化器症状ある
いは食道拡張

肝 無症状
Bil，ALP，AST，ALT
の正常上限の２倍以内
の上昇

Bil ＞３mg/dL あるいは
Bil，他の酵素の正常上
限の２～５倍の上昇

Bil，他の酵素の正常上
限の５倍以上の上昇

肺

無症状

FEV1 ＊１＞ 80％

or LFS ＊２＝２

階段昇降時息切れ
FEV1：60 ～ 79％

or LFS：３～５

歩行時息切れ
FEV1：40 ～ 59％

or LFS：６～９

安静時息切れ
FEV1 ＜ 39％

or LFS：10 ～ 12

　 関節・
 　筋膜

無症状
日常生活に影響しない
軽度の拘縮，可動制限

日常生活に支障のある
拘縮，可動制限，筋膜
炎による紅斑

日常生活に高度支障を
きたす拘縮，可動制限
（靴紐結び，ボタンが
け，着衣など不能）

性器 無症状
内診で軽度異常あるが
軽度不快程度で性交痛
なし

内診で中等度異常あ
り，不快あり

内診で高度異常あり，
内診不応，性交痛あり

　＊１ FEV1；％ predicted，＊２ LFS：Lung Function Score；FEV score ＋ DLCO score.

　FEV score，DLCO score はともに＞ 80％＝１，70 ～ 79％＝２，60 ～ 69％＝３，50 ～ 59％＝４，
40 ～ 49％＝５, 30 ～ 39％＝６
　慢性GVHD の重症度は，各臓器別にスコアリングを行い，決定する。

表６　慢性GVHD の臓器別スコア

＜参考＞「造血細胞移植ガイドライン」より抜粋
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慢性 GVHD（移植片対宿主病）の全般的重症度（NIH） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

● 軽症 

１か所あるいは２か所の臓器障害で各臓器スコアが１を超えない、かつ肺病変を認めない。 

 

● 中等症 

① ３か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器スコアは１を超えない。 

② 肺以外の１臓器以上でスコア２の障害を認める。 

③ スコア１の肺病変 

のいずれか 

 

● 重症 

① 少なくとも１つの臓器でスコア３の臓器障害を認める。 

② スコア２あるいは３の肺病変 

のいずれか 

 

付記 

皮膚：スコア２以上の皮膚病変を認める場合に全般的重症度に換算される。 

肺：FEV１を全般的重症度の換算に用いる。 

はっきりとした GVHD 以外の原因による臓器障害がある場合には、その臓器は換算しない。 

GVHDを含む複数の原因による臓器障害である場合は、そのまま換算する。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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第１５節／代謝疾患による障害 

      代謝疾患による障害の程度は、次により認定する。  

   

１ 認定基準 

  代謝疾患による障害については、次のとおりである。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、

治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものと

し、当該疾病の認定の時期以後少なくとも１年以上の療養を必要とするものであって、

長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程

度のものを 1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え

ることを必要とする程度のものを２級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限

を加えることを必要とする程度のものを３級に該当するものと認定する。 

 

  ２ 認定要領 

（1） 代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分け

られるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節

においては、糖尿病の基準を定める。 

（2） 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂

質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。 

糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、

糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展するこ

ととなる。 

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病

合併症に対する認定である。  

（3） 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、

治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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（4） 糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

       一般状態区分表      

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの  例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の 50％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の 50％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

（5） 糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難

なもので、次のいずれかに該当するものを３級と認定する。 

ただし、検査日より前に 90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

について、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。 

なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に

認定する。 

ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Ｃペプチド値

が 0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上ある

もので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による

入院が年 1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

（6） 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章「第１節 眼の障害」の

認定要領により認定する。 

（7） 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、本章「第７節 肢体

の障害」の認定要領により認定する。 

（8） 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

は、本章「第９節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。 

（9） 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「第 12 節 腎疾患による

障害」の認定要領により認定する。 

（10）その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査

及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的

に認定する。 
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第１６節／悪性新生物による障害 

      悪性新生物による障害の程度は、次により認定する。 

   

１ 認定基準 

  悪性新生物による障害については、次のとおりである。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画 

像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日 

常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくと 

も１年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、 

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを１級に、日常生活が著しい制 

限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを２級に、 

また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 

３級に該当するものと認定する。  

 

  ２ 認定要領 

  （1） 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、 

    それによる障害も様々である。 

  （2） 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音 

波検査、Ｘ線ＣＴ検査、ＭＲＩ検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。 

   （3） 悪性新生物による障害は、次のように区分する。 

     ア 悪性新生物そのもの（原発巣、転移巣を含む。）によって生じる局所の障害 

     イ 悪性新生物そのもの（原発巣、転移巣を含む。）による全身の衰弱又は機能 

の障害 

  ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害 

 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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    （4） 悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 

      一般状態区分表      

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの  例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の 50％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の 50％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

     

    （5） 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態 

      を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の 

      とおりである。 

 

      

  

 

 

 

 

 

    （6） 悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害 

      の程度は、本章各節の認定要領により認定する。 

    （7） 悪性新生物による障害の程度の認定例は、(5)に示したとおりであるが、全身衰弱と 

      機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然 

      なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画 

像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具 

体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 

    （8） 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であること 

      を確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。     

 

 

障害の程度 障   害   の   状   態 

１ 級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの 

２ 級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 

３ 級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 
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第１７節／高血圧症による障害 

      高血圧症による障害の程度は、次により認定する。 

１ 認定基準 

     高血圧症による障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外 

   の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の 

   合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因（本態性又は二次性）、治療及び症 

状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾 

病の認定の時期以後少なくとも１年以上の療養を必要とするものであって、長期にわた 

る安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを 

１級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必 

要とする程度のものを２級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ 

とを必要とする程度のものを３級に該当するものと認定する。 

 

  ２ 認定要領 

  （1） 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg以上、最小血圧が 90 

    mmHg以上のものをいう。 

  （2） 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、本章「第８節 精神 

    の障害」及び「第９節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。 

   （3）高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、本章「第 11節 心疾患 

     による障害」の認定要領により認定する。 

    （4）高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、本章「第 12節 腎疾患 

     による障害」の認定要領により認定する。 

    （5） 悪性高血圧症は１級と認定する。 

      この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。 

     ア 高い拡張期性高血圧（通常最小血圧が 120mmHg以上） 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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     イ 眼底所見で、Keith‐Wagener分類Ⅲ群以上のもの 

     ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。 

     エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を 

      多く伴う。 

（6） １年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網 

膜症を有するものは２級と認定する。 

（7） 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、１年以上前に一過性脳虚 

血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは３級と認定する。 

   （8） 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は３級と認定する。なお、症状、具体的な 

     日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 

   （9） 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、 

     本章「第７節 肢体の障害」の認定要領により認定する。 

   （10）単に高血圧のみでは認定の対象とならない。 
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第１８節／その他の疾患による障害 

      その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。 

 

１ 認定基準 

     その他の疾患による障害については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、 

    原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するもの 

    とし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用 

    を弁ずることを不能ならしめる程度のものを１級に、日常生活が著しい制限を受けるか 

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを２級に、また、労働 

が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを３級に該当す 

るものと認定する。  

 

  ２ 認定要領 

  （1） その他の疾患による障害は、本章「第１節 眼の障害」から「第 17節 高血圧症に 

    よる障害」において取り扱われていない疾患を指すものであるが、本節においては、  

    腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる 

    難病及び臓器移植の取扱いを定める。 

  （2） 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症 

    ア 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡 

     的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、 

     腸ろう等をいう。 

    イ 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、 

     術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、 

     総合的に認定するものとする。 

 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国 年 令 

 

別  表 

１ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 

が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 

活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 

加えることを必要とする程度のもの 

厚 年 令 

別表第１ 
３ 級 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
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（3） 人工肛門・新膀胱 

     ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、３級と 

      認定する。 

       なお、次のものは、２級と認定する。 

      (ｱ) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの 

      (ｲ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害（カテーテル留置又は自己導尿の常時 

施行を必要とする）状態にあるもの  

          なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合 

的に判断し、さらに上位等級に認定する。 

     イ 障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。 

   人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して 

６月を経過した日（初診日から起算して１年６月を超える場合を除く。）とし、新膀 

胱を造設した場合はその日（初診日から起算して１年６月を超える場合を除く。）と

する。 

なお、(3)ア(ｱ)及び(ｲ)の場合に障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。 

          (ｱ) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日か 

       ら起算して６月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日（初診日 

       から起算して１年６月を超える場合を除く。）とする。 

(ｲ) 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のい  

 ずれか遅い日から起算して６月を経過した日（初診日から起算して１年６月を超 

       える場合を除く。）とする。 

           (ｳ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設し 

た日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して６月を経過 

した日（初診日から起算して１年６月を超える場合を除く。）とする。 

     (4)  遷延性植物状態については、次により取り扱う。 

        ア 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると 

          認められるため、１級と認定する。 

        イ 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して３月を 

          経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる   

とき（初診日から起算して１年６月を超える場合を除く。）とする。 

      (5)  いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐 

        であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当 

        たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定 

        するものとする。 

     なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該 

    当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況 

    等を把握して、総合的に認定する。 
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     (6)  臓器移植の取扱い 

        ア 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び 

         検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。 

       イ 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 

         機能するまでの間、少なくとも１年間は従前の等級とする。 

           なお、障害等級が３級の場合は、２年間の経過観察を行う。 

   (7)  障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは１級に、同 

        表のエ又はウに該当するものは２級に、同表のウ又はイに該当するものは３級におお 

        むね相当するので、認定に当たっては、参考とする。 

 

 

          一般状態区分表 

区 分 一     般     状     態 

ア 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる 

まえるもの 

イ 
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は 

できるもの  例えば、軽い家事、事務など 

ウ 
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 

軽労働はできないが、日中の 50％以上は起居しているもの 

エ 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 

の 50％以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな 

ったもの 

オ 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 

活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

 

    （8） 本章「第１節 眼の障害」から「第 17 節 高血圧症による障害」及び本節に示され  

      ていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学   

      的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する。 
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第１９節／重複障害 

      身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合の障害の程度は、次に 

     より認定する。 

   

１ 認定基準 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が 

    日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを１級に、日常生活が著しい制 

限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを２級に、 

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障 

害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする 

程度の障害を有するものを３級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加え 

ることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。 

 

令 別 表 障害の程度 障   害   の   状   態 

国年令別表 

１ 級 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重

複する場合であって、その状態が前各号と同程度以

上と認められる程度のもの 

２ 級 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重

複する場合であって、その状態が前各号と同程度以

上と認められる程度のもの 

厚 

 

 

 

 

年 

 

 

 

 

令 

 

別表第１ ３ 級 

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は

労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の

障害を残すもの 

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、 

又は労働に著しい制限を加えることを必要とする 

程度の障害を残すもの 

身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制

限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要 

とする程度の障害を有するもの 

別表第２ 障害手当金 

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に

制限を加えることを必要とする程度の障害を残すも 

の 

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は 

労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

残すもの 
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  ２ 認定要領 

    障害が重複する場合の障害の程度の認定は、「第２章 併合等認定基準」により判定 

   する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章  併合等認定基準 

 



 

- 106 - 

 

第１節／基本的事項 

  ２つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。 

 

 １ 併合（加重）認定 

   併合（加重）認定は、次に掲げる場合に行う。 

（1） 障害認定日において、認定の対象となる障害が 2つ以上ある場合（併合認定） 

（2） 「はじめて 2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた 

   場合（併合認定） 

（3） 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者（障害等級が 1級若しくは 2級の 

  場合に限る。）に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金（障害等級が 1級若 

しくは 2級の場合に限る。）を支給すべき事由が生じた場合（加重認定）  

  （4） 併合認定の制限 

 同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表 

第 1又は厚年令別表第 2に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示され 

ている等級を超えることはできない。 

 

 ２ 総合認定 

 内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、 

    総合的に認定する。 

 

 ３ 差引認定 

（1） 障害認定の対象とならない障害（以下「前発障害」という。）と同一部位に新たな 

  障害（以下「後発障害」という。）が加わった場合は、現在の障害の程度（複数の障害 

が混在している状態）から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程 

度を認定する。 

 （2） 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの（上肢又は下肢については、それ 

   ぞれ 1側の上肢又は下肢）のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対 

   性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。 

 （3） 「はじめて 2級による年金」に該当する場合には、適用しない。  
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第２節／併合（加重）認定 

    

１ ２つの障害が併存する場合 

      個々の障害について、併合判定参考表（別表１）における該当番号を求めた後、当該 

    番号に基づき併合〔加重〕認定表（別表２）による併合番号を求め、障害の程度を認定 

する。 

    [認定例] 

  右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指の用を廃し、視力の良い方の眼の 

視力が 0.1になった場合 

 併合判定参考表によれば次のとおりである。 

 

  

  

  

  

  

  

  

       併合（加重）認定表により、上位の障害６号と下位の障害７号の併合番号４号を求  

め、２級と認定する。 

  

２ ３つ以上の障害が併存する場合 

      併合判定参考表の「障害の状態」に該当する障害を対象とし、次により認定する。 

    （1）併合判定参考表から各障害についての番号を求める。 

（2）(1)により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合（加重）認定表により、 

   併合番号を求め、以下順次、その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合 

せにより、最終の併合番号を求め認定する。 

    [認定例] 

左下肢を大腿部から切断し、視力の良い方の眼の視力が 0.1になり、右上肢のひと 

さし指、なか指及び小指を近位指節間関節より切断し、さらに、左上肢のおや指を指節

間関節より切断した場合 

 

 

 

 

 

 

 

部 位 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

右手の障害 
右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指の用を

廃したもの 
７号―５ 

両眼の障害 視力の良い方の眼の視力が 0.1以下のもの ６号―１ 
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  併合判定参考表によれば、次のとおりである。 

  

  

  

     

  

  

  

  

 

 

 

             

併合（加重）認定表により、３位の障害７号と４位の障害９号の併合番号７号を求  

め、次に同表により、これと２位の障害６号との併合番号４号を求め、さらに同表に 

より、これと１位の障害４号との併合番号１号を求め１級と認定する。 

    

      ３ 併合認定の特例 

    （1）併合（加重）認定の対象となる障害の程度が、国年令別表、厚年令別表第１、厚年 

      令別表第２に明示されている場合又は併合判定参考表に明示されている場合は、併合 

      （加重）認定の結果にかかわらず、同令別表等により認定する。 

    [認定例１] 

      左下肢の５趾を失った後、さらに右下肢の５趾を失った場合 

      併合判定参考表によれば、次のとおりである。         

 

 

 

 

 

 

 

 

       併合（加重）認定表により併合すると、併合番号 7 号となり、障害等級は３級となるが、 

国年令別表の２級１１号に「両下肢の全ての指を欠くもの」と明示されているので、併合 

認定の結果にかかわらず、２級と認定する。 

    [認定例２] 

      右上肢のおや指及びひとさし指と、左上肢の小指以外の 4指の用を廃したものに、 

     さらに右上肢のおや指及びひとさし指以外の３指と、左上肢の小指の用を廃した場合 

部 位 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

左下肢の障害 一下肢を足関節以上で欠くもの ４号―６ 

両眼の障害 視力の良い方の眼の視力が 0.1以下のもの ６号―１ 

右手の障害 
ひとさし指を併せ一上肢の３指を近位指節間関節

以上で欠くもの 
７号―４ 

左手の障害 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの ９号―８ 

部 位 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

左 足 ゆ び 

の   障   害 
一下肢の５趾を中足趾節関節以上で欠くもの ８号―１１ 

右 足 ゆ び 

の   障   害 
一下肢の５趾を中足趾節関節以上で欠くもの ８号―１１ 
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  併合判定参考表によれば、次のとおりである。 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

      すでにある障害について、併合（加重）認定表により併合し、併合番号７号となり、障 

害等級３級となっているものに、さらに、併合判定参考表の１０号に該当する障害と併合 

判定参考表に明示されていない程度の障害が加わったものであるが併合判定参考表の２級 

３号－３の「両上肢の全ての指の用を廃したもの」に該当するので、併合認定の結果に 

かかわらず２級と認定する。 

   （2）併合（加重）認定の結果が、国年令別表、厚年令別表第１又は厚年令別表第２に明 

     示されているものとの均衡を失する場合 

      同一部位に障害が併存する場合に生じることがあるが、国年令別表、厚年令別表第 

     １又は厚年令別表第２に明示されているものとの均衡を失うことのないよう認定する。 

    [認定例１] 

      左手関節が用を廃し、左肘関節に著しい障害が併存する場合 

      併合判定参考表によれば、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      併合（加重）認定表により併合すると、併合番号７号となり、障害等級は３級とな 

     るが、厚年令別表第１の３級５号に「一上肢の３大関節のうち、２関節の用を廃した 

     もの」と明示されており、上肢の障害で３級となるための障害の程度は、原則として 

     併合判定参考表８号以上の障害が併存している場合であるので、併合判定参考表の８ 

 

部 位 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

右手の障害 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの ８号―９ 

左手の障害 
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指の用を 

廃したもの 
７号―５ 

右手の障害 
おや指及びひとさし指以外の一上肢の３指の用を 

廃したもの 
１０号―１３ 

左手の障害 一上肢の小指の用を廃したもの ― 

部 位 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

左手関節の障害 
一上肢の３大関節のうち、１関節の用を廃し 

たもの 
８号―３ 

左肘関節の障害 
一上肢の３大関節のうち、１関節に著しい機 

能障害を残すもの 
１０号―５ 
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     号と９号との障害が併存している場合を除き、併合認定の結果にかかわらず、障害手 

     当金と認定する。 

    [認定例２] 

      左足関節が強直し、左下肢が４センチメートル短縮している場合 

      併合判定参考表によれば、次のとおりである。     

 

 

 

 

 

 

 

 

      併合（加重）認定表により併合すると、併合番号７号となり、障害等級は３級とな 

     なるが、厚年令別表第１の３級６号に「一下肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したも 

の」と明示されており、下肢の障害で３級となるための障害の程度は、原則として併 

合判定参考表８号以上の障害が併存している場合であるので、併合判定参考表の８号 

と９号との障害が併存している場合を除き、併合判定の結果にかかわらず、障害手当 

金と認定する。 

      

 

部 位 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

左足関節の障害 
一下肢の３大関節のうち、１関節の用を廃 

したもの 
８号―４ 

左下肢の短縮障害 一下肢を３センチメートル以上短縮したもの １０号―７ 
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第３節／総合認定 

認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合（加重）認定の取 

扱いは行わず、総合的に判断して認定する。 

 

 

第４節／差引認定 

    １ 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差 

    し引いた残りの活動能力減退率（以下「差引残存率」という。）に応じて、差引結果認 

定表により認定する。 

   ２ 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退 

    率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動 

    能力減退率により認定する。 

   ３ 「はじめて２級による年金」に該当する場合は、適用しない。 

    [認定例１] 

  厚生年金保険に加入する前に、右手のおや指の指節間関節及び小指の近位指節間関 

節（ＰＩＰ）より切断していた者が、厚生年金保険に加入後、事故により右手のひと 

さし指、なか指及びくすり指を近位指節間関節（ＰＩＰ）より切断した場合 

 併合判定参考表によれば、次のとおりである。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

 

 

１により差引認定すると差引残存率は、67％－18％＝49％となり、差引結果認定表 

により認定すれば、障害手当金該当となるが、後発障害のみの活動能力減退率は 56％ 

であり、差引残存率より大であるため後発障害の活動能力減退率により厚年令別表第 

１の３級と認定する。 

     

 

 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

活動能力減退率 

前 発 障 害 差 引 

活動能力減退率 

 

現在の障害 

一上肢の５指を近位指節間関節 

（おや指にあっては指節間関

節）以上で欠くもの 
６号―８ 

 

６７％ 

 

前 発 障 害 

一上肢のおや指を指節間関節で 

欠き、かつ、ひとさし指以外の１

指を近位指節間関節以上で欠く

もの 

８号―８ １８％ 

後 発 障 害 

ひとさし指を併せ一上肢の３指

を近位指節間関節以上で欠くも

の 

７号―４ ５６％ 
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[認定例２] 

先天性の脳性麻痺により、両下肢に機能障害がある者が、厚生年金保険に加入後、 

事故が原因の脊髄損傷により両下肢の機能を完全に廃した場合 

 併合判定参考表によれば、次のとおりである。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

 

 

１により差引認定すると、差引残存率は 134％－63％＝71％となり、差引結果認定表 

により認定すれば、後発障害は２級となるが、後発障害の障害の状態は、前発障害の影 

響を受けることなく生じたものであると判断でき、その状態が併合判定参考表の１号－ 

６に明示されていることから、その活動能力減退率（134％）は差引残存率より大である 

ため、後発障害の活動能力減退率により国年令別表の１級と認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障    害    の    状    態 併合判定参考表 

活動能力減退率 

前 発 障 害 差 引 

活動能力減退率 

現在の障害 両下肢の用を全く廃したもの １号―６ １３４％ 

前 発 障 害 

身体の機能の障害又は長期にわ

たる安静を必要とする病状が、

日常生活が著しい制限を受ける

か、又は日常生活に著しい制限

を加えることを必要とする程度

のもの 

４号―７ ６３％ 

後 発 障 害 両下肢の用を全く廃したもの １号―６ １３４％ 
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別表１ 併合判定参考表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の 

程 度 

番 

号 

区 

分 

障  害  の  状  態 

１ 
 
 
 
 

級 

１ 
 
 
 
 

号 

１ 両眼が失明したもの 

２ 両耳の平均純音聴力レベル値が 100デシベル以上のもの 

３ 両上肢を肘関節以上で欠くもの 

４ 両上肢の用を全く廃したもの 

５ 両下肢を膝関節以上で欠くもの 

６ 両下肢の用を全く廃したもの 

７ 
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がるこ

とができない程度の障害を有するもの 

８ 
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日

常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

９ 
精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

のもの 

10 
視力の良い方の眼の視力が 0.03 以下のもの、又は視力の良い方

の眼の視力が 0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 

11 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４視標に

よる周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつＩ／２視標に

よる両眼中心視野角度が 28 度以下のもの、又は自動視野計に

よる測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心

視野視認点数が 20 点以下のもの 

12 両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が 0のもの 

13 両上肢の全ての指の用を全く廃したもの 

14 両下肢を足関節以上で欠くもの 

２ 
 
 
 
 

級 

２ 
 
 
 
 

号 

１ 
視力の良い方の眼の視力が 0.07 以下のもの、又は視力の良い方

の眼の視力が 0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 

２ 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４視標によ

る周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつＩ／２視標による

両眼中心視野角度が 56 度以下のもの、又は自動視野計による測

定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認

点数が 40点以下のもの 

３ 平衡機能に著しい障害を有するもの 

４ そしゃくの機能を欠くもの 

５ 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの 

６ 
両上肢の全ての指を近位指節間関節（おや指にあっては指節間関

節）以上で欠くもの 

７ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 
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２ 
 
 
 
 
 

級 

３ 
 
 
 
 

号 

１ 両耳の平均純音聴力レベル値が 90デシベル以上のもの 

２ 
両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良

語音明瞭度が 30％以下のもの 

３ 両上肢の全ての指の用を廃したもの 

４ 
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長

が 0のもの 

５ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの 

６ 両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

４ 
 
 
 
 

号 

１ 一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が 0のもの 

２ 一上肢の用を全く廃したもの 

３ 一上肢の全ての指の用を全く廃したもの 

４ 両下肢の 10趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

５ 一下肢の用を全く廃したもの 

６ 一下肢を足関節以上で欠くもの 

７ 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日

常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加

えることを必要とする程度のもの 

８ 
精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に

著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

３ 
 
 
 
 

級 

５ 
 
 

号 
１ 一眼の視力が 0.02以下、かつ、他眼の視力が 0.1以下のもの 

２ 両耳の平均純音聴力レベル値が 80デシベル以上のもの 

３ 
両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上 80 デシベル未

満で、かつ、最良語音明瞭度が 30％以下のもの 

６ 
 
 
 
 

号 

１ 視力の良い方の眼の視力が 0.1以下のもの 

２ 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／４視標によ

る周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下のもの、又は自動視野

計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下のもの 

３ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 

４ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 

５ 一上肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 

６ 一下肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 

７ 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が 0のもの 

８ 

一上肢の５指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指を

近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）以上で欠くのも

の 

９ 一上肢の全ての指の用を廃したもの 

10 
一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が 0の 

もの 
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３ 
 
 
 
 

級 

７ 
 
 
 
 

号 

１ 両耳の平均純音聴力レベル値が 70デシベル以上のもの 

２ 
両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良

語音明瞭度が 50％以下のもの 

３ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

４ 

一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節（おや指にあっ

ては指節間関節）以上で欠くもの、又はおや指若しくはひとさし

指を併せ一上肢の３指を近位指節間関節（おや指にあっては指節

間関節）以上で欠くもの 

５ おや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指の用を廃したもの 

６ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

７ 両下肢の 10趾の用を廃したもの 

８ 
身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制

限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

９ 
精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著

しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

３ 

級 

（ 

治 
ら 
な 

い 

も 

の 

） 

障 

害 

手 

当 
金 

（ 

治 

っ 

た 

も 

の 

） 
８ 

 
 
 
 

号 

１ 一眼の視力が 0.02以下のもの 

２ 脊柱の機能に障害を残すもの 

３ 一上肢の３大関節のうち、１関節の用を廃したもの 

４ 一下肢の３大関節のうち、１関節の用を廃したもの 

５ 一下肢が５センチメートル以上短縮したもの 

６ 一上肢に偽関節を残すもの 

７ 一下肢に偽関節を残すもの 

８ 
一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の１

指を近位指節間関節以上で欠くもの 

９ 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの 

10 
おや指又はひとさし指を併せ一上肢の３指以上の用を廃したも

の 

11 一下肢の５趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

12 
精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加

えることを必要とする程度の障害を残すもの 
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３ 

級 

（ 

治 

ら 

な 

い 
も 
の 

） 

障 

害 

手 

当 

金 

（ 

治 
っ 

た 

も 

の 

） 

９ 
 
 
 
 

号 

１ 視力の良い方の眼の視力が 0.6以下のもの 

２ 一眼の視力が 0.06以下のもの 

３ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

４ 

両眼による視野が２分の１以上欠損したもの、ゴールドマン型視

野計による測定の結果、Ｉ／２視標による両眼中心視野角度が

56 度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放

視認点数が 100 点以下のもの若しくは両眼中心視野視認点数が

40点以下のもの 

５ 一耳の平均純音聴力レベル値が 90デシベル以上のもの 

６ そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 

７ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

８ 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの 

９ 一上肢のおや指の用を全く廃したもの 

10 
ひとさし指を併せ一上肢の２指を近位指節間関節以上で欠くも

の 

11 
おや指及びひとさし指以外の一上肢の３指を近位指節間関節以

上で欠くもの 

12 一上肢のおや指を併せ２指の用を廃したもの 

13 
一下肢の第１趾を併せ２以上の趾を中足趾節関節以上で欠くも

の 

14 一下肢の５趾の用を廃したもの 

10 

 

 

 

 

号 

１ 一眼の視力が 0.1以下のもの 

２ 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 

３ 一耳の平均純音聴力レベル値が 80デシベル以上のもの 

４ そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 

５ 一上肢の３大関節のうち、１関節に著しい機能障害を残すもの 

６ 一下肢の３大関節のうち、１関節に著しい機能障害を残すもの 

７ 一下肢を３センチメートル以上短縮したもの 

８ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

９ 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの 

10 
おや指及びひとさし指以外の一上肢の２指を近位指節間関節以

上で欠くもの 

11 一上肢のおや指の用を廃したもの 

12 ひとさし指を併せ一上肢の２指の用を廃したもの 

13 おや指及びひとさし指以外の一上肢の３指の用を廃したもの 

14 一下肢の第１趾又は他の４趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

15 
身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える 

ことを必要とする程度の障害を残すもの 
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11 

 

 

 

 

号 

１ 両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの 

２ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

３ 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

４ 一耳の平均純音聴力レベル値が 70デシベル以上のもの 

５ 一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの 

６ 一上肢のひとさし指の用を廃したもの 

７ おや指及びひとさし指以外の一上肢の２指の用を廃したもの 

８ 第１趾を併せ一下肢の２趾以上の用を廃したもの 

12 

 

 

 

 

号 

１ 一眼の調節機能に著しい障害を残すもの 

２ 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

３ 一上肢の３大関節のうち、１関節に機能障害を残すもの 

４ 一下肢の３大関節のうち、１関節に機能障害を残すもの 

５ 長管状骨に奇形を残すもの 

６ 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの 

７ 一下肢の第１趾又は他の４趾の用を廃したもの 

８ 一下肢の第２趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

９ 第２趾を併せ一下肢の２趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

10 一下肢の第３趾以下の３趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

11 局部に頑固な神経症状を残すもの 

13 

 

 

 

 

号 

１ 一眼の視力が 0.6以下のもの 

２ 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 

３ 両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの 

４ 一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの 

５ 一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの 

６ 一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの 

７ 
一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったも

の 

８ 一下肢を１センチメートル以上短縮したもの 

９ 
一下肢の第３趾以下の１又は２趾を中足趾節関節以上で欠くも

の 

10 一下肢の第２趾の用を廃したもの 

11 第２趾を併せ一下肢の２趾の用を廃したもの 

12 一下肢の第３趾以下の３趾の用を廃したもの 
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（参考） （令和３年 12月 31日以前） 

障害の 

程 度 

番

号 

区

分 
障  害  の  状  態 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 

１ 

 

 

 

 

 

 

号 

１ 両眼が失明したもの 

２ 両耳の平均純音聴力レベル値が 100 デシベル以上のもの 

３ 両上肢を肘関節以上で欠くもの 

４ 両上肢の用を全く廃したもの 

５ 両下肢を膝関節以上で欠くもの 

６ 両下肢の用を全く廃したもの 

７ 
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がるこ

とができない程度の障害を有するもの 

８ 
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日

常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

９ 
精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

のもの 

10 両眼の視力の和が 0.04 以下のもの 

11 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が 0 のもの 

12 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの 

13 両下肢を足関節以上で欠くもの 

２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 

２ 

 

 

 

号 

１ 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの 

２ 平衡機能に著しい障害を有するもの 

３ そしゃくの機能を欠くもの 

４ 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの 

５ 
両上肢のすべての指を近位指節間関節（おや指にあっては指節 

間関節）以上で欠くもの 

６ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

３ 

 

 

 

号 

１ 両耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの 

２ 
両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良 

語音明瞭度が 30％以下のもの 

３ 両上肢のすべての指の用を廃したもの 

４ 
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効 

長が 0 のもの 

５ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの 

６ 両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 
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２ 

 

 

 

 

 

            

級 

４ 

 

 

 

 

 

 

号 

１ 一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が 0 のもの 

２ 一上肢の用を全く廃したもの 

３ 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの 

４ 両下肢の 10 趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

５ 一下肢の用を全く廃したもの 

６ 一下肢を足関節以上で欠くもの 

７ 

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限 

を加えることを必要とする程度のもの 

８ 
精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 

に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 

５ 

 

号 

１ 両眼の視力がそれぞれ 0.06 以下のもの 

２ 
一眼の視力が 0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が 0.1 以下に

減じたもの 

３ 両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの 

４ 
両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上 80 デシベル未満  

で、かつ、最良語音明瞭度が 30％以下のもの 

６ 

 

 

 

 

 

 

号 

１ 両眼の視力が 0.1 以下に減じたもの 

２ そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 

３ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 

４ 一上肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 

５ 一下肢の３大関節のうち、２関節の用を廃したもの 

６ 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が 0 のもの 

７ 

一上肢の５指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指を 

近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）以上で欠くのも

の 

８ 一上肢のすべての指の用を廃したもの 

９ 
一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が 0 の 

もの 
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３ 

 

 

 

 

 

            

級 

７ 

 

 

 

 

 

 

号 

１ 両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの 

２ 
両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良 

語音明瞭度が 50％以下のもの 

３ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

４ 

一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節（おや指にあ 

っては指節間関節）以上で欠くもの、又はおや指若しくはひと 

さし指を併せ一上肢の３指を近位指節間関節（おや指にあって 

は指節間関節）以上で欠くもの 

５ おや指及びひとさし指を併せ一上肢の４指の用を廃したもの 

６ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

７ 両下肢の 10 趾の用を廃したもの 

８ 
身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい 

制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

９ 
精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 

著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

 

３ 
 
 
 
 
 
 
 

級 
 
 
 
 
 

（ 
 
 

治 
 
 

ら 
 
 

な 
 
 

い 
 
 

も 
 
 

の 
 
 

） 

 

障 
 

害 
 
 

手 
 
 

当 
 
 

金 
 
 
 
 
 

（ 
 
 

治 
 
 

っ 
 
 

た 
 
 

も 
 
 

の 
 
 

） 

 

 

８ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

号 

 

１ 一眼の視力が 0.02 以下に減じたもの 

２ 脊柱の機能に障害を残すもの 

３ 一上肢の３大関節のうち、１関節の用を廃したもの 

４ 一下肢の３大関節のうち、１関節の用を廃したもの 

５ 一下肢が５センチメートル以上短縮したもの 

６ 一上肢に偽関節を残すもの 

７ 一下肢に偽関節を残すもの 

８ 
一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の 

１指を近位指節間関節以上で欠くもの 

９ 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの 

10 
おや指又はひとさし指を併せ一上肢の３指以上の用を廃したも

の 

11 一下肢の５趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

12 
精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 

加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

９ 

 

号 

1 両眼の視力が 0.6 以下に減じたもの 

2 一眼の視力が 0.06 以下に減じたもの 

3 
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

４ 
両眼による視野が２分の１以上欠損したもの又は両眼の視野が 

10 度以内のもの 
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３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 
 
 
 
 
 
 

（ 

治 
 
 

ら 
 
 

な 
 
 

い 
 
 

も 
 
 

の 

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障 
 
 
 
 
 

害 
 
 
 
 
 

手 
 
 
 
 
 

当 
 
 
 
 
 

金 
 
 
 
 
 
 

（ 

治 
 
 

っ 
 
 

た 
 
 

も 
 
 

の 

） 

 

 

  

９ 

 

 

 

 

  

号 

 

５ 一耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの 

６ そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 

７ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

８ 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの 

９ 一上肢のおや指の用を全く廃したもの 

10 
ひとさし指を併せ一上肢の２指を近位指節間関節以上で欠くも 

の 

11 
おや指及びひとさし指以外の一上肢の３指を近位指節間関節以

上で欠くもの 

12 一上肢のおや指を併せ２指の用を廃したもの 

13 
一下肢の第１趾を併せ２以上の趾を中足趾節関節以上で欠くも

の 

14 一下肢の５趾の用を廃したもの 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号 

1 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの 

2 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 

3 一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの 

４ そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 

５ 一上肢の３大関節のうち、１関節に著しい機能障害を残すもの 

６ 一下肢の３大関節のうち、１関節に著しい機能障害を残すもの 

７ 一下肢を３センチメートル以上短縮したもの 

８ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

９ 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの 

10 
おや指及びひとさし指以外の一上肢の２指を近位指節間関節以

上で欠くもの 

11 一上肢のおや指の用を廃したもの 

12 ひとさし指を併せ一上肢の２指の用を廃したもの 

13 おや指及びひとさし指以外の一上肢の３指の用を廃したもの 

14 一下肢の第１趾又は他の４趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

15 
身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える 

ことを必要とする程度の障害を残すもの 
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11  

 

 

 

号 

 

１ 両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの 

２ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

３ 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

４ 一耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの 

５ 一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの 

６ 一上肢のひとさし指の用を廃したもの 

７ おや指及びひとさし指以外の一上肢の２指の用を廃したもの 

８ 第１趾を併せ一下肢の２趾以上の用を廃したもの 

 

 

 

12 

 

 

 

 

号 

1 一眼の調節機能に著しい障害を残すもの 

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

3 一上肢の３大関節のうち、１関節に機能障害を残すもの 

４ 一下肢の３大関節のうち、１関節に機能障害を残すもの 

５ 長管状骨に奇形を残すもの 

６ 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの 

７ 一下肢の第１趾又は他の４趾の用を廃したもの 

８ 一下肢の第２趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

９ 第２趾を併せ一下肢の２趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

10 一下肢の第３趾以下の３趾を中足趾節関節以上で欠くもの 

11 局部に頑固な神経症状を残すもの 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

号 

１ 一眼の視力が 0.6 以下に減じたもの 

２ 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 

３ 両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの 

４ 一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの 

５ 一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの 

６ 一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの 

７ 
一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったも

の 

８ 一下肢を１センチメートル以上短縮したもの 

９ 
一下肢の第３趾以下の１又は２趾を中足趾節関節以上で欠くも

の 

10 一下肢の第２趾の用を廃したもの 

11 第２趾を併せ一下肢の２趾の用を廃したもの 

12 一下肢の第３趾以下の３趾の用を廃したもの 
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別表２ 併合（加重）認定表 

 ２   級 ３   級 障害手当金  

２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 10 号 11 号 12 号 13 号 

２ 

 

級 

２号 １ １ １ １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

３号 １ １ １ １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

４号 １ １ １ １ ２ ２ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

３ 

 

級 

５号 １ １ １ ３ ４ ４ ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

６号 ２ ２ ２ ４ ４ ４ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

７号 ２ ２ ２ ４ ４ ６ ７ ７ ７ ７ ７ ７ 

 ８号 ２ ２ ４ ５ ６ ７ ７ ７ ７ ８ ８ ８ 

９号 ２ ２ ４ ５ ６ ７ ７ ７ ８ ９ ９ ９ 

10 号 ２ ２ ４ ５ ６ ７ ７ ８ ９ 10 10 10 

 11 号 ２ ２ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 10 10 10 

12 号 ２ ２ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 10 11 12 

13 号 ２ ２ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 10 12 12 
  

注１ 表頭及び表側の２号から 13号までの数字は、併合判定参考表（別表１）の各番号を示す。 

注２ 表中の数字（１号から 12号まで）は、併合番号を示し、障害の程度は、次の表のとおりで 

  ある。 

注３ 次に掲げる障害をそれぞれ併合した場合及び次の障害と併合判定参考表の５号ないし７号 

  の障害と併合した場合は、併合認定表の結果にかかわらず、次表の併合番号４号に該当する 

  ものとみなす。 

  ① 両上肢のおや指の用を全く廃したもの 

  ② 一上肢のおや指及び中指を基部から欠き、有効長が０のもの 

  ③ 一上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの 

 

 

併合番号 障 害 の 程 度 

１    号 国 年 令 別 表 １ 級 

２    号 

国 年 令 別 表 ２ 級 ３    号 

４    号 

５    号 

厚年令別表第１ ３級 ６    号 

７    号 

８    号 
厚 年 令 別 表 第 ２ 

障   害   手   当   金 
９    号 

10    号 

11    号 
厚 年 令 別 表 不 該 当 

12    号 

 

 

障
害
手
当
金 
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別表３ 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率 

併合判定参考表（別表１） 現在の活動能力減退率（％） 前発障害の活動能力減退率

（％） 

１号 
区分１～９ １３４ 

９５ 
区分 10～14 １１９ 

２号 １０５ ８４ 

３号 ９２ ７４ 

４号 ７９ ６３ 

５号 ７３ ４４ 

６号 ６７ ４０ 

７号 ５６ ３４ 

８号 ４５ １８ 

９号 ３５ １４ 

10 号 ２７ １１ 

11 号 ２０ ８ 

12 号 １４ ６ 

13 号 ９ ４ 

 

別表４ 差引結果認定表  

差  引  残  存  率 後 発 障 害 の 程 度 

１００％以上 国年令別表    １級  ９号・11号 

９９％～７０％ 国年令別表    ２級  15号・17号 

 ６９％～４２％（治ったもの） 厚年令別表第１  ３級  12号 

 ６９％～２４％（治らないもの）   厚年令別表第１  ３級  14 号 

 ４１％～２４％（治ったもの）  厚年令別表第２     21号 
 

注１ 差引結果認定表による後発障害の程度が、次の表の第１欄及び第２欄の区分に応じた、第３欄

に掲げる後発障害の程度と異なる場合は、後発障害の程度は同表の第３欄に掲げる等級とする。 
 

第 １ 欄 

現在の障害の状態 

 併合判定参考表（別表

１） 

第 ２ 欄 

前発障害の状態 

 併合判定参考表（別表

１） 

第 ３ 欄 

後 発 障 害 の 程 度 

１号 ６号～13 号 国年令別表    １級  ９号・11号 

２号～４号 ７号～13 号 国年令別表    ２級  15号・17号 

５号～７号 ８号～13 号   厚年令別表第１  ３級  12 号 
 

注２ 同一部位に複数の障害が併存する場合の併合（加重）認定は、併合（加重）認定表を準用して 

認定する。 

                                                                  



（参考） 

 

 

国民年金法施行令別表 

厚生年金保険法施行令別表第１及び第２ 
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施行令別表等  

（１） 国民年金法施行令別表 

（障害等級） 

第４条の６ 法第 30 条第 2 項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定める

とおりとする。 

別表（第 4条の 6 関係） 

障害の程度 障 害 の 状 態 

１ 
 

 
 

級 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

 

 

１０ 

１１ 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの 

ロ 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による 

周辺視野角度の和がそれぞれ 80度以下かつⅠ／２視標による両 

眼中心視野角度が 28度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ 

  両眼中心視野視認点数が 20点以下のもの 

両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの 

両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

両上肢の全ての指を欠くもの 

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることがで

きない程度の障害を有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を

必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常

生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ

て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

級 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの 

ロ 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標によ 

る周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ／２視標による 

両眼中心視野角度が 56度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ 

  両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの 

両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの 

平衡機能に著しい障害を有するもの 

そしゃくの機能を欠くもの 

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する

もの 

一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

一上肢の全ての指を欠くもの 

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢の全ての指を欠くもの 
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１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

 

 

 

１６ 

１７ 

一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

一下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を

必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常

生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの 

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ

て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、 

矯正視力によって測定する。 
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（２） 厚生年金保険法施行令別表第１  

（障害等級） 

第３条の８ 法第 47条第 2 項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、1 級及び 2級 

についてはそれぞれ国民年金法施行令（昭和 34年政令第 184号）別表に定める 1 級及 

び 2 級の障害の状態とし、3 級については別表第１に定めるとおりとする。 

別表第１（第 3条の 8 関係） 

障害の程度 障 害 の 状 態 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

級 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 

 

１３ 

 

１４ 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの 

ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による 

周辺視野角度の和がそれぞれ 80度以下に減じたもの 

ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減 

じたもの 

両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが

できない程度に減じたもの 

そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 

脊柱の機能に著しい障害を残すもの 

一上肢の 3大関節のうち、2 関節の用を廃したもの 

一下肢の 3大関節のうち、2 関節の用を廃したもの 

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひと

さし指を併せ一上肢の 3指以上を失ったもの 

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の 4指の用を廃したもの 

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 

両下肢の 10趾の用を廃したもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受ける

か、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

もの 

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい

制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制

限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 

 

  備考 

  １ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、 

矯正視力によって測定する。 

  ２ 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を 

失ったものをいう。 

  ３ 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しく 

は近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すもの 

をいう。 

  ４ 趾の用を廃したものとは、第１趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関 

節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第１趾にあって 

は趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 
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（３） 厚生年金保険法施行令別表第２〔障害手当金〕  

 (法第 55条第 1 項に規定する政令で定める程度の障害の状態) 

第 3 条の９ 法第 55条第 1 項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第２に 

定めるとおりとする。 

別表第２（第 3条の 9 関係） 

障害の程度 障 害 の 状 態 

 

 

 

 

 

 

障 

 

 

害 

 

 

手 

 

 

当 

 

 

金 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

 

 

５ 

６ 

 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

 

２２ 

 

両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの 

１眼の視力が 0.1以下に減じたもの 

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

両眼による視野が 2 分の１以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計

による測定の結果、Ⅰ／２視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に

減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が

100 点以下若しくは両眼中心視野視認点数が 40点以下に減じたもの 

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 

１耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができな

い程度に減じたもの 

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

脊柱の機能に障害を残すもの 

一上肢の 3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの 

一下肢の 3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの 

一下肢を 3センチメートル以上短縮したもの 

長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

一上肢の 2指以上を失ったもの 

一上肢のひとさし指を失ったもの 

一上肢の 3指以上の用を廃したもの 

ひとさし指を併せ一上肢の 2 指の用を廃したもの 

一上肢のおや指の用を廃したもの 

一下肢の第１趾又は他の 4 趾以上を失ったもの 

一下肢の 5趾の用を廃したもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又

は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える

ことを必要とする程度の障害を残すもの 

 

  備考 

  １ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、

矯正視力によって測定する。 

  ２ 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を 

失ったものをいう。 

  ３ 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しく 

は近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものを 

いう。 

  ４ 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 

  ５ 趾の用を廃したものとは、第１趾を末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関 

節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第１趾にあっては 

趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 
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（参考） （令和３年 12 月 31日以前） 

施行令別表等 

（１） 国民年金法施行令別表 

（障害等級） 

第４条の６ 法第 30 条第 2 項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定める

とおりとする。 

別表（第 4条の 6 関係） 

障害の程度 障 害 の 状 態 

１ 
 

 
 

級 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

 

 

１０ 

１１ 

両眼の視力の和が 0.04以下のもの 

両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの 

両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

両上肢のすべての指を欠くもの 

両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることがで

きない程度の障害を有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を

必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常

生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ

て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

級 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

 

 

 

１６ 

１７ 

両眼の視力の和が 0.05以上 0.08以下のもの 

両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの 

平衡機能に著しい障害を有するもの 

そしゃくの機能を欠くもの 

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する

もの 

一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

一上肢のすべての指を欠くもの 

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢のすべての指を欠くもの 

一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

一下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を

必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常

生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの 

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ

て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、 

矯正視力によって測定する。 
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（２） 厚生年金保険法施行令別表第１ 

（障害等級） 

第３条の８ 法第 47条第 2 項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、1 級及び 2級 

についてはそれぞれ国民年金法施行令（昭和 34年政令第 184号）別表に定める 1 級及 

び 2 級の障害の状態とし、3 級については別表第１に定めるとおりとする。 

別表第１（第 3条の 8 関係） 

障害の程度 障 害 の 状 態 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

級 

１ 

２ 

 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 

 

１３ 

 

１４ 

両眼の視力が 0.1以下に減じたもの 

両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが

できない程度に減じたもの 

そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 

脊柱の機能に著しい障害を残すもの 

一上肢の 3大関節のうち、2 関節の用を廃したもの 

一下肢の 3大関節のうち、2 関節の用を廃したもの 

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひと

さし指を併せ一上肢の 3指以上を失ったもの 

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の 4指の用を廃したもの 

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 

両下肢の 10趾の用を廃したもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受ける

か、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

もの 

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい

制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制

限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 

 

  備考 

  １ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、 

矯正視力によって測定する。 

  ２ 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を 

失ったものをいう。 

  ３ 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しく 

は近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すもの 

をいう。 

  ４ 趾の用を廃したものとは、第１趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関 

節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第１趾にあって 

は趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 
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（３） 厚生年金保険法施行令別表第２〔障害手当金〕 

 (法第 55条第 1 項に規定する政令で定める程度の障害の状態) 

第 3 条の９ 法第 55条第 1 項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第２に 

定めるとおりとする。 

別表第２（第 3条の 9 関係） 

障害の程度 障 害 の 状 態 

 

 

 

 

 

 

障 

 

 

害 

 

 

手 

 

 

当 

 

 

金 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

５ 

６ 

 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

 

２２ 

 

両眼の視力が 0.6以下に減じたもの 

１眼の視力が 0.1以下に減じたもの 

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

両眼による視野が 2 分の１以上欠損したもの又は両眼の視野が 10 度

以内のもの 

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 

１耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができな

い程度に減じたもの 

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

脊柱の機能に障害を残すもの 

一上肢の 3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの 

一下肢の 3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの 

一下肢を 3センチメートル以上短縮したもの 

長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

一上肢の 2指以上を失ったもの 

一上肢のひとさし指を失ったもの 

一上肢の 3指以上の用を廃したもの 

ひとさし指を併せ一上肢の 2 指の用を廃したもの 

一上肢のおや指の用を廃したもの 

一下肢の第１趾又は他の 4 趾以上を失ったもの 

一下肢の 5趾の用を廃したもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又

は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える

ことを必要とする程度の障害を残すもの 

 

  備考 

  １ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、

矯正視力によって測定する。 

  ２ 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を 

失ったものをいう。 

  ３ 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しく 

は近位指節間関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものを 

いう。 

  ４ 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 

  ５ 趾の用を廃したものとは、第１趾を末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関 

節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節（第１趾にあっては 

趾節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 

 

 

 


